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はじめに 

1．計画の目的 

令和2年度にマリンタウン東浜地区の公有地の活用について、民間事業者の参入によるマリンタ

ウン東浜地区の魅力の向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、PPP/PFI事業の実施に

向けた官民連携手法の導入可能性調査を実施した。その結果を踏まえ、令和3年度に「与那原町マ

リンタウン地区公有地土地利用基本構想」（以下「基本構想」という。）を策定した。 

基本構想を踏まえた上で、民間活力を活用した新たな土地利用を図り、マリンタウン東浜地区

の魅力の向上と地域経済の活性化を図ることを目的として、「与那原町マリンタウン地区公有地土

地利用基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定する。なお、策定にあたっては、アフターコ

ロナやSDGs、脱炭素、DX等といった世の中の潮流を踏まえつつ、沖縄県の目指すスポーツツーリ

ズム等を通した沖縄観光ブランドの形成を推進する計画となるよう整合を図るものとする。 

 

2．対象地区の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国土数値情報（行政区域 R3、空港 R2） 

図：与那原町の位置・マリンタウン東浜地区の位置 
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図：対象地の位置 

 

 

 

  

（１）東浜 25 番地 現野球場・テニスコート（約 2.3ha/約 6,883 坪/22,754 ㎡） 

（２）与那原町字東浜 107 番地 現駐車場 

（約 0.2ha/約 642 坪/2,121 ㎡） 

（４）マリンタウン・ベイサイドビスタ① 現未利用地 

（約 0.9ha/約 2,723 坪/約 9,000 ㎡） 

（５）マリンタウン・ベイサイドビスタ② 現未利用地 

（約 2.3ha/約 6,958 坪/約 23,000 ㎡） 

（３）与那原町字東浜 77 番地 与那古浜公園（都市公園） 

（約 4.2ha/約 12,595 坪/約 41,637 ㎡） 

出典：国土地理院 基盤地図情報 基本項目 

国土数値情報（行政区域 R3） 

マリンタウン東浜地区 



与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本計画 

3 

第１章 上位関連計画等の整理 

1.1 上位関連計画の整理 

基本計画から見た、沖縄県、与那原町、マリンタウン東浜地区の計画の関係性を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：基本計画と上位関連計画との関連 

 

  

沖縄県の計画 

新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画 

沖縄県東海岸サンライズベルト構想 

沖縄県マリンタウン MICE エリア 

形成事業基本計画 

第 5 次与那原町総合計画 

与那原町都市計画マスタープラン 

与那原町の計画 

与那原町観光実施計画 

第 2 期与那原町創生総合戦略 

・人口ビジョン 

マリンタウン東浜地区の計画 

与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本構想 

与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本計画 
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（１）沖縄県の計画 

■新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画令和 4 年度～令和 13 年度）（令和 4 年 5 月） 

【POINT】 

○スポーツツーリズムや県民と観光客が一体となって楽しめる“スポーツ・健康×観光”とい

った沖縄のソフトパワーを活用した高付加価値コンテンツの開発を促進する 

○医療機関、リカバリー、コンディショニング施設等との連携を進めたスポーツ医・科学拠点

形成等の環境整備に取組む 

 

計画期間 令和 4 年度（2022 年度）～令和 13 年度（2031 年度）の 10 年間 

施策展開

の基本的

指針 

「安全・安心で幸福が実感できる島」の形成 

施策展開

の 

基本方向 

（1）平和で生き生きと暮らせる「誰一人取り残すことのない優しい社会」の形成 

（2）世界とつながり、時代を切り拓く「強くしなやかな自立型経済」 

（3）人々を惹きつけ、ソフトパワーを具現化する「持続可能な海洋島しょ圏」の 

形成 

将来像 将来像 1 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島 

将来像 2 心豊かで、安全・安心に暮らせる島 

将来像 3 希望と活力にあふれる豊かな島 

将来像 4 世界に開かれた交流と共生の島 

将来像 5 多様な能力を発揮し、未来を拓く島 

基本施策

3 

（抜粋） 

（9）世界にはばたき躍動する「スポーツアイランド沖縄」の形成 

ア スポーツ関連産業の振興と地域の活性化 

①スポーツコンベンションの推進とスポーツ交流拠点の形成 

本計画におけるスポーツコンベンションとは、スポーツに関係する合宿、キ

ャンプ、自主トレ、大会、イベント等の総称です。スポーツコンベンションの

推進は、沖縄観光の課題である「閑散期と繁忙期の平準化」や、長期滞在傾向

等による経済効果の増大に寄与することから、市町村やスポーツコミッション

沖縄等と連携し、各種スポーツキャンプ、合宿やスポーツイベント、競技大会

等のスポーツコンベンションの誘致・開催に取り組みます。また、本県の魅力

的なスポーツ環境のプロモーションを積極的に展開し、地元プロスポーツチー

ム等を活用したイベント、キャンプ地訪問観光、各種アウトドアスポーツ・ア

クティビティ等を目的とするスポーツツーリズムや県民と観光客が一体となっ

て楽しめる‘スポーツ・健康×観光’といった沖縄のソフトパワーを活用した

高付加価値コンテンツの開発を促進するとともに、各競技のニーズに対応する

施設・設備等の整備や医療機関、リカバリー、コンディショニング施設等との

連携を進めたスポーツ医・科学拠点形成等の環境整備に取り組みます。さらに、

スポーツコンベンションの核となるＪ１規格スタジアムの整備、地域・観光交

流拠点となるスポーツ関連施設の整備・充実や老朽化・耐震化対策等を推進す

るとともに、スポーツ交流の受入拠点の充実に取り組みます。 
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■沖縄県東海岸サンライズベルト構想（令和 3 年 3 月） 

【POINT】 

○マリンタウンMICEエリアや東部海浜開発地区等におけるホテル等の立地促進を図るととも

に、民泊等をはじめ地域にあった宿泊機能の充実が重要である 

○トップアスリートにも対応可能な機能を有する施設整備や、プロスポーツチームの合宿や学

生、社会人におけるクラブ活動の誘致など、長期滞在型の多様なスポーツツーリズムの実現

に向けた施策展開を図る 

 

構想策定

の意義

（抜粋） 

本構想は、沖縄の更なる発展に資するため、はじめて、沖縄本島東海岸地域に着目

し、今後 10 年の新たな振興計画に向け、東海岸地域の活性化・発展を推進するため

の方向性を示すものである。 

東海岸地

域の発展

可能性 

（抜粋） 

（2）東海岸地域の強み・生かすべき特性 

①東海岸地域の魅力となるスピリチュアル・ゆったり・スポーツ 

・沖縄県総合運動公園等のスポーツ拠点、東海岸地域の歴史文化資源や観光資

源といった地域の魅力をつなぐマラソン大会やサイクルツーリズムの推進な

どスポーツ観光誘客の展開 

②MICE や海洋レクリエーション拠点 

・大型 MICE 施設の立地予定のマリンタウン MICE エリア、供用開始予定の沖縄

アリーナ等、スポーツや音楽をはじめとする大型イベントを開催できる交流

拠点 

・中城湾港（与那原マリーナ、東部海浜開発地区、中城湾新港）におけるクルー

ズ船やスーパーヨットの受入拠点、ビーチやマリーナなどの海洋レクリエー

ション拠点の形成 

基本的な 

考え方 

県土の均衡ある持続可能な発展 

～東海岸地域の魅力・強みを生かし、西海岸地域と有機的につながる～ 

目指す姿 

（抜粋） 

「新時代に対応し、新たな価値を創造する「住む、働く、遊ぶ」を満たす快適空間

（エリア）の先導地域」 

構想全体

のコンセ

プト 

東海岸サンライズベルトの全体コンセプト 

「インスピレーションの誘発、クリエーションの活性化、イノベーションの創出」 

構想実現

のための

展開 

（抜粋） 

（1）良好な居住環境とともに歴史・自然資源と産業・観光振興が調和する土地利用

の展開 

（2）東海岸地域の魅力を生かした観光の展開 

マリンタウン MICE エリアや東部海浜開発地区等におけるホテル等の立地促進を

図るとともに、民泊等をはじめ地域にあった宿泊機能の充実が重要である。 

（3）スポーツコンベンション地域の形成 

トップアスリートにも対応可能な機能を有する施設整備や、プロスポーツチー

ムの合宿や学生、社会人におけるクラブ活動の誘致など、長期滞在型の多様なス

ポーツツーリズムの実現に向けた施策展開を図る。 

（4）マリンタウン MICE エリアを核とした東海岸地域の活性化 

県土の均衡ある持続可能な発展に向けては、中城湾港西原与那原地区（マリンタ

ウンエリアに整備を予定する大型MICE 施設等を核とした賑わいを東海岸一帯に連

鎖させることが重要である。 

（5）IT イノベーション拠点の形成 

リゾート地沖縄をテクノロジーで支え、情報通信関連産業と観光業や農業、製造

業、医療、交通など他産業との連携による沖縄モデルのデジタルトランスフォーメ

ーション等を促進する取り組み「ResorTech Okinawa」を推進する。 
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（7）サンライズポートの形成（港湾の物流・人流機能の強化・拡充） 

クルーズ船やスーパーヨットの受入拠点として、また、大型 MICE 施設と連動し

たウォーターフロント空間の形成や東部海浜開発事業等の取組により、多彩で高

付加価値の観光・交流拠点の形成やブランド価値を生む親水空間の提供に取り組

むなど、東海岸地域の経済基盤となる物流・産業拠点、交流拠点機能の形成に向け

て、物流・人流機能の強化・拡充を推進する。 

また、東海岸地域の暮らし・仕事・観光の安全・安心を支える港湾として、平時

から様々な用途で安心して利用できる港湾環境の整備や災害に強い海上輸送ネッ

トワークの強化、確保に取り組むとともに、経済・社会・環境が統合的に向上した

持続可能な港湾の実現に向けて、良好な港湾空間の維持、生物多様性の保全等によ

る環境との共生・調和を図りつつ、脱炭素社会・循環型社会の構築に貢献する港湾

活動の推進に向けた取組を支援する。 

（8）円滑な交通ネットワークの形成 

中南部圏域の経済の骨格である西海岸との連携強化を図り、相乗効果を発揮す

るため、基幹道路の整備が重要である。 

東海岸 

サンライ

ズベルト

構想図 
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■沖縄県マリンタウン MICE エリア形成事業基本計画（令和 4 年 8 月） 

【POINT】 

○大型MICEを中心とした多彩で高付加価値の観光・交流拠点の形成や、SDGsに沿った持続的

で未来を志向したエリア形成を推進する 

 

本事業の

目的 

（抜粋） 

マリンタウン MICE エリアでは大型 MICE を中心とした多彩で高付加価値の観光・

交流拠点の形成や、SDGs に沿った持続的で未来を志向したエリア形成を推進する。 

大型 MICE

施設の 

基本計画 

（抜粋） 

【大型 MICE 施設の基本要件（コンセプト）】 

「沖縄の観光リゾートの魅力」と「産業振興」の拠点となる大型 MICE 施設 

 

【大型 MICE 施設の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の 

効果 

（抜粋） 

【周辺エリアへの展開】 

・マリンタウン MICE エリアを核とした東海岸地域の活性化による県土の均衡ある

発展が期待される 

・MICE 開催前後の観光を楽しむ人も多いため、周辺エリアへの観光需要の拡散が

期待される 

付録 

（抜粋） 

2．計画関連参考資料 

●沖縄県が MICE の振興に取り組む意義。 

【観光分野を中心とした高い経済効果】 

・MICE を通じた新たなビジネス客の獲得 

→観光の平準化、観光サービスの質の向上 
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（２）与那原町の計画 

■第 5 次与那原町総合計画（平成 31 年 4 月） 

【POINT】 

○まちの資源を活用し、安心してスポーツなどを楽しむことができる環境を充実させる 

○魅力的な観光メニューの創出や地域特性を活かした新たな観光資源の発掘・強化を推進する 

 

計画期間 2019 年度～2028 年度の 10 年間 

将来像 みんなで創ろう 活気あふれる 美らまち与那原 

～平和と文化・伝統を未来へ綱げて～ 

基本目標

別施策 

【基本目

標２】 

（抜粋） 

基本目標 2 「いちゃりばちょーでー」平和の心で綱がる教育文化のまち 

2－⑤ 心と体を育むスポーツ環境づくり 

〇めざす姿 

・まちの資源を活用し、安心してスポーツなどを楽しむことができる環境を充実

させ、心身の充実した人材の育成を目指します。 

〇施策の推進 

●スポーツ施設の活用・充実 

・各種スポーツ活動を行うための施設の充実を図ります。 

基本目標

別施策 

【基本目

標３】 

（抜粋） 

3－③ 障がい者（児）福祉 

〇施策の推進 

1．社会参加と交流の場づくり 

（1）障がい者（児）スポーツなど、町内において障がい者（児）参加型のイベン

トを実施するなど、障がいへの理解と交流を促進します。 

基本目標

別施策 

【基本目

標６】 

（抜粋） 

基本目標 6 伝統を継承し未来に綱げる産業のまち 

6－③ 観光 

〇めざす姿 

・本町の地域特性を生かした魅力ある観光資源を活用し、観光地としてのブラン

ド構築を目指します。 

〇施策の推進 

●観光振興の推進 

・与那原町観光実施計画に基づき、計画的な観光振興に取り組みます。 

●観光メニューの創出や観光資源の発掘・強化 

・観光拠点の機能強化に取り組みます。 

全町

（庁）体

制で推進

するべき

重要施策 

（抜粋） 

重要施策①大型 MICE 施設 

〇めざす姿 

・大型 MICE 施設と関連した新たな賑わいの創出など、誰もが訪れたくなる魅力あ

る周辺環境整備を目指します。 

〇施策の推進 

（1）周辺環境整備 

・大型 MICE 施設と関連した新たな賑わいの創出や来訪者が快適に滞在できる施

設整備など、誰もが訪れたくなる魅力ある周辺環境整備を推進します。 

（3）来訪者にやさしい観光の推進 

・MICE 開催時に波及する産業の獲得を支援し、町内への経済効果拡大を図りま

す。 
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■与那原町都市計画マスタープラン（平成 30 年 6 月） 

【POINT】 

○マリーナについては、多くの人々が交流し賑わいを創出する景観づくりに努める 

 

  

計画期間 平成 22 年～平成 42 年（20 年間） 

将来像 『太陽とみどり、伝統とやさしさを未来へつなぐ海辺のまち』 

まちづく

りの基本

方針 

（抜粋） 

（3）地域の産業を支え、創出するまちづくり 

本町は、住居系、商業系、工業系の土地利用が展開しており、コンパクトな市街

地のなかに多様な機能を有している。また、丘陵地において民間のレクリエーショ

ン施設が立地し、東浜地区ではマリーナの供用開始や大型 MICE 施設の誘致が決定

するなど、観光レクリエーションの面についても今後充実が期待される。 

全体構想 

（抜粋） 

2．道路交通に関する方針 

（5）公共交通 

交通渋滞や環境問題、また高齢者や障がい者等の交通弱者への配慮の視点から、

過度な自動車依存から脱却し、誰もが利用しやすい、環境にやさしい新たな公共交

通システムの確立が望まれる。 

また、大型 MICE 施設の開業に伴い、観光客などの来訪者の増加が見込まれるこ

とから、町外からの来訪者にも利用しやすい公共交通ネットワークの機能充実が

望まれる。 

 

3．みどりと水に関する方針 

（2）リフレッシュ地域（水路の保全・整備・活用、海岸環境保全） 

既存市街地と東浜区の間の水路については、ウォーターフロントの特性を活か

して、地域住民の利用に加えて観光振興にも資する潤いある親水空間として整備

を検討する。 

 

4．景観形成に関する方針 

（5）レクリエーション（マリーナ）景観 

東浜地区のマリーナは、海洋性レクリエーション施設として観光リゾート空間

としての活用が想定され、多くの人々が交流し賑わいを創出する景観づくりに努

める。 

 

5．防災まちづくりに関する方針 

（3）低地における津波対策 

本町は海に面して市街地が形成されていることから、関係機関との連携を図り、

地域の住民への津波浸水予測区域の周知等津波警戒に関する啓発、避難場所案内

板の整備や津波避難ビルなどの津波避難施設の確保に努め、災害時における地域

住民や観光客などの避難誘導策の強化を図る。 

 

7．その他まちづくりに関する方針 

（5）地域資源の保全と活用 

まちづくりにおいては、公共施設の整備などハード面の充実だけではなく、ソフ

ト面の充実も重要である。 

本町には、440 年余の伝統を誇る与那原大綱曳、「東御廻り」にまつわる歴史文

化資源、景観的にも貴重な聖クララ修道院などが存在する。これらは地域の誇りで

あるとともに、観光資源としての価値も有すると考えられる。地域資源の保全と活

用を図り、町の発展につなげていくものとする。 
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■第 2 期与那原町創生総合戦略・人口ビジョン 2020 年度→2024 年度（令和 2 年 4 月） 

【POINT】 

○地域特性を活かした魅力ある観光資源を活用し、観光地としてのブランド構築を目指す 

○増加する外国人を受け入れるための多言語標記や仕事と観光を融合させたワーケーション

を推進する 

 

対象期間 令和 2（2020）年度～令和 6（2024）年度までの 5 年間 

基本目標 基本目標 1 稼ぐ地域をつくり安心して働けるようにするとともに、新しいひとの流

れをつくる 

基本目標 2 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標 3 人が集う、安心して暮らすことができる魅力的なまちをつくる 

基本目標

1 

（抜粋） 

基本的方向①地元企業・産業の活性化 

□具体的な施策 

2．起業支援や特産品を活用した産業の活性化 

個性的で魅力ある事業者の誘致や起業を支援することで、空き店舗や空き地

の有効活用を促し、活気ある商店街づくりに取り組みます。また、中小企業振興

基本条例に基づき、事業者の声を反映した施策による経営安定化の支援や、後継

者不足等の諸課題の解消に努めます。さらに、伝統ある窯業を絶やさぬように、

技術の継承等の育成、沖縄赤瓦使用奨励金を活用し、民間の建物などへヤチムン

使用を奨励します。 

 

基本的方向②観光振興 

□基本的方向 

本町の地域特性を活かした魅力ある観光資源を活用するとともに、増加する外

国人観光客を受け入れるための多言語標記や観光情報発信のためのネットワーク

環境の整備、大型 MICE 施設の建設も視野に入れたビジネスツーリズムの推進とし

てテレワーク等の環境整備など、多角的な視点で来訪者の受入環境の整備に取り

組み観光地としてのブランド構築を目指します。 

また、与那原町観光実施計画に定める三つの重点施策「大綱曳」、「水路」、「MICE」

を観光重点施策の柱として積極的に推進します。 

□具体的な施策 

1．地域特性の魅力を活かした観光振興 

与那原町観光実施計画に基づき計画的な観光振興を図るとともに、近隣自治

体や高等教育機関等と連携した広域的な観光振興に努めます。さらに、各種イベ

ントや PR 活動を通して本町の知名度アップを図り、観光地としてのブランド構

築を推進します。また、観光支出単価が高いスーパーヨットの誘致や仕事と観光

を融合させた勤務形態（ワーケーション）の推進など、様々なニーズに対応した

受入環境の整備を検討します。 

2．歩きたくなるまちなかづくり 

街路、公園、水路沿い等における環境整備や民間資金・民間活力等を活用した

公共還元型収益施設の整備などを検討し、賑わいのある美しいまちなか空間の

創出に取り組みます。 
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■与那原町観光実施計画（平成 30 年 2 月） 

【POINT】 

○海を活用した体験プログラムの充実やマリンスポーツイベントの実施を検討 

○スポーツツーリズムの開催推進とスポーツキャンプの誘致を検討 

○クルーズ船の入港に向けた上陸から周遊までの仕組みづくりを検討 

 

計画期間 2018（平成 30）年度～2022（平成 34）年度までの 5 年間 

観光振興

基本理念 
人が輝く まちが輝く サンライズリゾート よなばる 

観光実施

計画の 

目標 

【目標 1】与那原ブランドの構築と浸透、強化 

【目標 2】ツーリストに対するブランド価値の提供 

【目標 3】ツーリズムをきっかけにした住みやすさの実現 

基本戦略 【戦略 1】情報発信を通した与那原のイメージの定着 

【戦略 2】独特な歴史・文化と新たな魅力を活かした新・与那原観光イメージ創出 

【戦略 3】東海岸の特性及び地域の水資源を活かした新たなマリンレジャー及びウォ

ーターフロント創出 

【戦略 4】MICE 開催拠点としての魅力を活かした交流拠点創出 

【戦略 5】沖縄で一番暮らしやすいまちづくり 

施策の 

方針の 

考え方 

（抜粋） 

【戦略 3】 

③与那原マリーナ魅力発信 

平成 28 年度に供用開始をした与那原マリーナやマリーナの所管である沖縄県

と連携し、海を活用した体験プログラムの充実やマリンスポーツイベントの実施

等を検討します。 

与那原マリーナは“世界に開かれた港”であり、海外からの船を受け入れること

も可能になっているため、海外からの来訪者の受入も連携して行う仕組みを検討

します。 

⑤きらきらビーチ連携 

きらきらビーチと連携して SUP やヨガの体験を始め、マリンアクティビティの

提供を通し海のイメージの拡大を図ります。また、ビーチバレー等のマリンスポー

ツの誘致や、MICE のメニューとして開催されるビーチを活用したチームビルディ

ングの開催を検討します。 

⑥クルーズ船の受入 

本町が面する中城湾港は世界に開かれた港であり、今後はクルーズ船の入港も

想定されることから、クルーズ客のニーズの調査や民間事業者と連携したお土産

や観光体験メニューの開発、クルーズ船から上陸するまでの送客方法及び陸上で

の周遊の仕組みづくりを検討します。 

【戦略 5】 

③教育拠点 

本町の観光交流施設等を活用したスポーツツーリズムの開催推進と、スポーツ

キャンプの誘致を検討し、スポーツを通した教育拠点の構築を目指します。 
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■与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本構想（令和 4 年 3 月） 

【POINT】 

○コロナ後の健康意識を想定し、スポーツツーリズムを開発コンセプトに設定 

 

東海岸の

存在感を

創出する

コンセプ

トの設定 

土地利用の検討にあたっては、前年度調査の「西海岸と比較して知名度が低い東海

岸の存在感を創出するためには、「アピール力のあるコンセプト」が必要である。」と

の結果を踏まえて、当該エリアや東海岸広域の既存インフラを生かしながら、なお且

つコロナ後の健康意識を想定し、「スポーツツーリズム」を開発のコンセプトとする。 

基本構想

の目標 
【目標】「健康」をつくり「未来」を創る新たなサンライズエリア 

基本方針

（抜粋） 

（1）東浜 25 番地（2.3ha）【現東浜野球場・テニスコート】 

〇健康増進を図る民間収益施設 

（2）東浜 107 番地（0.2ha）【現駐車場】 

〇宿泊施設 

（3）東浜 77 番地（4.2ha）【与那古浜公園（都市公園）】 

〇既存の公園を生かした飲食施設 

（5）マリンタウン・ベイサイド・ビスタ②（2.3ha）【未利用地】 

〇宿泊施設（ファミリー） 

与那原町

土地利用

基本構想

図 
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■脱炭素先行地域計画（令和 4 年 8 月） 

【POINT】 

○与那原町は令和4年11月1日、環境省の「脱炭素先行地域」に選定された。 

○マリンタウン東浜エリアにおいて、多様な再エネ電源を導入するとともに、AI、ICTを活用し

たエネルギーマネジメントとナッジシステムを展開し、脱炭素化や産業創出と地元企業の競

争力強化を図る 

○多様な地域モビリティを活用したMaaSの導入等により、歩きたくなるまちづくりを進める 

 

取組の 

全体像 

大型商業施設やスポーツ施設が集中し、県による大型 MICE 施設誘致が決定してい

る「マリンタウン東浜エリア」において、太陽光、波力、風力を活用した多様な再エ

ネ電源を導入するとともに、官民連携による「よなばる綱がるプロジェクト」を活動

基盤として AI、ICT を活用したエネルギーマネジメントとナッジシステムを展開し、

全住民参加による脱炭素化や産業創出と地元企業の競争力強化を図る。多様な地域

モビリティを活用した MaaS の導入等により、歩きたくなるまちづくりを進める。 

民生部門

電力の脱

炭素化に

関する主

な取組 

①住宅、商業施設等に PPA による自家消費型太陽光発電・蓄電池を最大限導入 

②地域の生活・健康・教育拠点にソーラーカーポート、ソーラーアーケード・蓄電池

を設置するとともに、波力発電、小型風力発電といった多様な再エネ電源をオフサ

イト PPA により導入して対象エリアに供給 

③官民連携による再エネを活用したまちづくり「よなばる綱がるプロジェクト」を活

動基盤として、地域新電力が AI,ICT を活用したエネルギーマネジメントとナッジ

システムを展開し、全住民参加で自家消費率の向上を推進 

民生部門

電力以外

の脱炭素

化に関す

る主な取

組 

①自動車に替わる多様な地域モビリティ（電動キックボード、電動サイクル、グリー

ンスローモビリティ）やコミュニティバスの運用改善を組み合わせた MaaS を導入

するとともに、水路・公園エリアにソーラーアーケードを設置し、亜熱帯性気候に

おいても歩きたくなるまちづくりを進める 

②台風時の停電や大規模災害等に備えるため、蓄電池 EV 充電ステーションを導入

し、EV 化と V2H による停電時のレジリエンスを強化 

取組によ

り期待さ

れる主な

効果 

①大型 MICE 施設誘致が決定しているマリンタウン東浜エリアを先行して脱炭素化す

ることにより、人・技術・資金、企業を呼び込み、企業間連携による新たな産業創

出と地元中小企業の競争力を強化 

②多様な地域モビリティの導入により、自家用車依存度の低い生活をサポートし、高

齢者が健康で元気に活躍できるまちづくりと住民の安全安心につなげる 

③事業所、住宅、公共施設等に蓄電池を設置し、全公用車や事業用車を EV 化するこ

とにより、災害に強いまちづくりを実現 

主な取組

のスケジ

ュール 
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（３）上位関連計画から導かれる方向性 

上位関連計画から沖縄県や与那原町が掲げる「スポーツ」及び「観光」に関する方針を整理

し、スポーツツーリズムと親和性の高いキーワードを導き出すことで、地域特性を活かした『与

那原版スポーツツーリズム』の実現を具体的なものとする。 

 

①沖縄県の計画 

沖縄県の計画から、スポーツツーリズムと親和性の高いキーワードを抽出した結果は以下

の通り。「観光資源」「体験」といった地域の資源を有効に活用することや、「イベント」によ

って魅力を高めていくといった方向性が導き出された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：スポーツツーリズムと親和性の高いキーワード（沖縄県の計画） 

  

  

【沖縄県】 

 
親和性が高い 

キーワード 

【観光】 【スポーツ】 

イベント 

価値 

観光資源 

体験 

健康 

大型イベントを開催できる交流拠点 

新たな価値の創造 

多彩で高付加価値の 
観光・交流拠点の形成 

観光資源の連携強化 

スポーツ観光誘客の展開 

地域の魅力をつなぐマラソン大会 

体験型ソフト事業 

伝統体験 

体験型アクティビティ 

世界遺産など地域の魅力を生かす クラブ活動の誘致 

観光資源などを活用した 
体験プログラムの提供 

ブランド価値を生む 
親水空間の提供 

新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画 

トレーニング・ケア 

沖縄県マリンタウン MICE エリア形成事業基本計画 

沖縄県東海岸サンライズベルト構想 
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表：親和性が高いキーワードの計画文抜粋 

親和性が高いキーワード キーワードの計画文抜粋（計画名） 

イベント 

【共通】 

大型 MICE 施設の立地予定のマリンタウン MICE エリア、供用開始予

定の沖縄アリーナ等、スポーツや音楽をはじめとする大型イベント

を開催できる交流拠点 

（沖縄県東海岸サンライズベルト構想） 

価値 

【共通】 

「新たな価値の創造」とは、東海岸地域の強みや歴史・文化、自然

環境、スポーツなどソフトパワーを生かし、イノベーター等ととも

に、新たな技術の開発、実証することで新たな価値を生み出し、観

光、IT、ものづくり物流をはじめ様々な産業の活性化や高付加価値

化が図られ、県民所得の向上、貧困解消といった課題解決につなが

ることを意味する。 

（沖縄県東海岸サンライズベルト構想） 

観光資源 

【共通】 

沖縄県総合運動公園等のスポーツ拠点、東海岸地域の歴史文化資源

や観光資源といった地域の魅力をつなぐマラソン大会やサイクル

ツーリズムの推進などスポーツ観光誘客の展開 

（沖縄県東海岸サンライズベルト構想） 

体験 

【スポーツ】 

各国との人的交流回復までの時間を活用した受け入れ態勢の向上

や体験型アクティビティ等の観光プログラムの更なる充実を図る。 

（沖縄県東海岸サンライズベルト構想） 

【観光】 

自然体験・ビーチアクティビティ 

（沖縄県マリンタウン MICE エリア形成事業基本計画） 

健康 

【共通】 

県民と観光客が一体となって楽しめる“スポーツ・健康×観光” 

（新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画） 
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②与那原町の計画 

与那原町の計画から、スポーツツーリズムと親和性の高いキーワードを抽出した結果は以

下の通り。「イベント」「観光資源」については、沖縄県の計画からも抽出されており、より

親和性の高いキーワードであると言える。また、与那原町の地域特性として「水路・水辺」

「マリンスポーツ」といったキーワードが抽出された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：スポーツツーリズムと親和性の高いキーワード（与那原町の計画）  

  

【与那原町】 

第 2 期与那原町創生総合戦略・人口ビジョン 

与那原町都市計画マスタープラン 

与那原町観光実施計画 

与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本構想 

親和性が高い 

キーワード 

【観光】 【スポーツ】 

第 5 次与那原町総合計画 

イベント 

大型 MICE 施設 

環境整備 

観光資源 

マリンスポーツ 

レクリエーション 

地域特性 

民間活用 

スポーツイベント関連需要に 
対応する宿泊施設 

各種イベントや PR 活動で 
知名度アップ 

大型 MICE 施設誘致による観光客流入 
大型 MICE 施設との親和性 

社会体育施設の環境整備 魅力ある周辺環境整備 

まちの資源を活用 
新たな観光資源を発掘 

スポーツ・レクリエーション 
指導者の育成 

現場で対応する「人」を育てる 

水辺空間としての魅力向上 マリーナや水路・沿岸線を活かした 
マリンスポーツ活動を支援 

マリンアクティビティの充実 

マリンスポーツの誘致 

外部からの人流 

外国人観光客に向けた 
多言語表記・多言語対応 

スポーツ・レクリエーションの充実 

新たな観光レクリエーションの 
展開・充実・利用 

東海岸地域特性を生かした 
スポーツや健康増進を図る用地として活用 

地域特性を活かした魅力ある 
観光資源を活用 

民間による収益施設の導入 民間による収益施設の導入 
（フィットネス等） 

脱炭素先行地域計画 
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表：親和性が高いキーワードの計画文 

親和性が高いキーワード キーワードの計画文抜粋（計画名） 

イベント 

【共通】 

観光交流施設でのスポーツイベント等の開催促進 

（与那原町観光実施計画） 

【スポーツ】 

今後の東海岸のスポーツイベント関連需要に対応する宿泊施設と

して活用を想定。 

（与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本構想） 

【観光】 

各種イベントや PR 活動で知名度アップ 

（第２期与那原町創生総合戦略・人口ビジョン） 

大型 MICE 施設 

【スポーツ】 

スポーツ等の新たな産業は、外部からの人流が期待できることや、

スポーツをテーマにしたイベント、展示会等が行われる可能性があ

ることからも、当該エリアで予定されている大型 MICE 施設との親

和性も高いものである。 

（与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本構想） 

【観光】 

大型 MICE 施設誘致による観光客流入 

（与那原町都市計画マスタ―プラン） 

環境整備 

【スポーツ】 

社会体育施設の環境整備 

（第５次与那原町総合計画） 

【観光】 

街路、公園、水路沿い等における環境整備 

（第２期与那原町創生総合戦略・人口ビジョン） 

観光資源 

【スポーツ】 

まちの資源を活用し、安心してスポーツなどを楽しむことができる

環境を充実させ、心身の充実した人材の育成を目指します。 

（第５次与那原町総合計画） 

【観光】 

魅力的な観光メニューの創出や地域特性を活かした新たな観光資

源の発掘を推進します。 

（第５次与那原町総合計画） 

マリンスポーツ 

【共通】 

与那原マリーナやマリーナの所管である沖縄県と連携し、海を活用

した体験プログラムの充実やマリンスポーツイベントの実施等を

検討します。（与那原町観光実施計画） 

レクリエーション 

【スポーツ】 

スポーツレクリエーションの充実 

（第５次与那原町総合計画） 

【観光】 

新たな観光レクリエーションの展開など、地域活力の向上に資する

産業の充実と創出を図るまちづくりを推進する。 

（与那原町都市計画マスタ―プラン） 
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地域特性 

【スポーツ】 

町内外からの来訪者を想定した民間収益施設を想定、東海岸地域特

性を生かしたスポーツや健康増進を図る用地として活用（トレーニ

ング・ケア、スポーツ施設 等々）する。 

（与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本構想） 

【観光】 

本町の地域特性を活かした魅力ある観光資源を活用し、観光地とし

てのブランド構築を目指します。 

（第５次与那原町総合計画） 

民間活用 

【共通】 

民間による収益施設の導入（フィットネス等） 

（与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本構想） 
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（４）上位関連計画のまとめ 

県の上位関連計画、町の上位関連計画のまとめを以下に整理する。 

表：上位関連計画のまとめ 

上位関連計画のまとめ 

計画名 内容 

新・沖縄 21 世紀

ビジョン基本計

画 

○スポーツツーリズムや県民と観光客が一体となって楽しめる“スポー

ツ・健康×観光”といった沖縄のソフトパワーを活用した高付加価値コ

ンテンツの開発を促進する 

○医療機関、リカバリー、コンディショニング施設等との連携を進めたス

ポーツ医・科学拠点形成等の環境整備に取組む 

沖縄県東海岸 

サンライズベル

ト構想 

○マリンタウン MICE エリアや東部海浜開発地区等におけるホテル等の立

地促進を図るとともに、民泊等をはじめ地域にあった宿泊機能の充実が

重要である 

○トップアスリートにも対応可能な機能を有する施設整備や、プロスポー

ツチームの合宿や学生、社会人におけるクラブ活動の誘致など、長期滞

在型の多様なスポーツツーリズムの実現に向けた施策展開を図る 

沖縄県マリンタ

ウン MICE エリア 

形成事業基本計

画 

○大型 MICE を中心とした多彩で高付加価値の観光・交流拠点の形成や、

SDGs に沿った持続的で未来を志向したエリア形成を推進する 

第 5 次与那原町 

総合計画 

○まちの資源を活用し、安心してスポーツなどを楽しむことができる環境

を充実させる 

○魅力的な観光メニューの創出や地域特性を活かした新たな観光資源の発

掘・強化を推進する 

第 2 期与那原町

創生総合戦略・

人口ビジョン 

○地域特性を活かした魅力ある観光資源を活用し、観光地としてのブラン

ド構築を目指す 

○増加する外国人を受け入れるための多言語標記や仕事と観光を融合させ

たワーケーションを推進する 

与那原町観光実

施計画 

○海を活用した体験プログラムの充実やマリンスポーツイベントの実施を

検討 

○スポーツツーリズムの開催推進とスポーツキャンプの誘致を検討 

○クルーズ船の入港に向けた上陸から周遊までの仕組みづくりを検討 

与那原町マリン

タウン地区公有

地土地利用基本

構想 

○コロナ後の健康意識を想定し、スポーツツーリズムを開発コンセプトに

設定 

脱炭素先行地域 

計画 

○マリンタウン東浜エリアにおいて、多様な再エネ電源を導入するととも

に、AI、ICT を活用したエネルギーマネジメントとナッジシステムを展

開し、脱炭素化や産業創出と地元企業の競争力強化を図る 

○多様な地域モビリティを活用した MaaS の導入等により、歩きたくなる

まちづくりを進める 
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1.2 東海岸地域の将来の開発動向 

◆港湾計画の改定（西原与那原地区） 

【POINT】 

○マリーナを利用する船舶の航路を確保するための小型船だまり計画を定めている 

○海洋性レクリエーションの需要等に対応するためのマリーナ計画を定めている 

 

計画名 中城湾港港湾計画（R4.3 改定）（沖縄県） 

方針 （1）自立型経済の構築を支える物流・産業拠点 

①東海岸地域の生産拠点の形成、生産性向上に寄与する産業支援港湾としての機能

強化・拡充 

②那覇港との連携・役割分担を図りつつ、流通拠点としての安定的・効率的な物流

環境の創造 

（2）地域資源を活かしたアジアの誇れる国際交流拠点 

①多彩で高付加価値の国際観光・交流拠点の形成 

②観光・交流拠点の形成とブランド価値を生む親水空間の提供 

（3）暮らし・仕事・観光の安全・安心を支える中城湾 

①平時から様々な用途で安心して利用できる港湾環境の整備 

②災害に強い海上輸送ネットワーク機能の強化、確保 

（4）経済・社会・環境が統合的に向上した持続可能な中城湾 

①良好な港湾環境の維持、生物多様性の保全等による環境との共生・調和 

②脱炭素社会・循環型社会に貢献する港湾活動の推進 

各地区の

利用ゾー

ニング

（抜粋） 

③新港地区、泡瀬地区、西原与那原地区、安座真地区 

人々が海や港を通じて交流し、賑わい・憩うことができる空間の形成を図る親水・

交流ゾーンとする。 

⑤新港地区、泡瀬地区、熱田地区、西原与那原地区、馬天地区、仲伊保地区、安座真

地区、津堅地区、アギ浜地区 

地域の水産業等の振興を支援するとともにマリンアクテビティ拠点の形成を図

る小型船だまりゾーンとする。 

港湾施設

の規模及

び配置 

（抜粋） 

〇今港湾計画で定める港湾施設の規模及び配置の計画については次のとおりである。 

 

今港湾計画の内容、変更対象地区 

種別 定義 計画内容 変更対象地区 

7.小型船だ

まり計画 

500GT 級未満の船舶が利

用する一連の港湾施設（水

域施設、外郭施設、係留施

設等）で構成される小型船

の収容計画 

マリーナを利用す

る船舶の航路を確

保するための小型

船だまり計画 

西原与那原地区 

8.マリーナ

計画 

スポーツ又はレクリエー

ションの用に供するヨッ

ト等を収容するための施

設及びプレジャーボート

利用者の利便に供する施

設計画 

海洋性レクリエー

ションの需要等に

対応するためのマ

リーナ計画 
西原与那原地区 
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7.小型船

だまり計

画（西原

与那原地

区） 

〇マリーナを利用する船舶の航路を確保するため、小型船だまりを計画する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.マリー

ナ地区

（西原与

那原地

区） 

〇海洋性レクリエーションの需要等に対応するため、マリーナを計画する。 
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計画図

（２） 
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◆マリンタウン MICE エリアの形成 

【POINT】 

○大型MICE施設の配置や周辺のゾーニングが計画されている 

 

計画名 沖縄県マリンタウン MICE エリア形成事業基本計画 

大型 MICE

施設の配

置計画の

基本方針 

・大型 MICE 施設は東側、H1 ゾーン及び M ゾーンに顔を向け、西側等にバックヤー

ドを配置する計画とする。さらに、その隣に付属施設（ホテル・商業等）を配置す

ることで、マリンタウンへの顔づくりを推奨する。 

・来客者が H3-T ゾーンの交通ターミナルから大型 MICE 施設にアクセスできるよう

動線を確保する。さらに宿泊施設との連携を視野に、H3-T ゾーンから H1 ゾーン

までの歩行者動線も確保する。 

・駐車場は、周辺施設との動線の連続や催事開催時の騒音等の影響低減を考慮し、南

側又は西側に配置することを想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マリンタ

ウン MICE

エリアの

周辺公有

地活用 

【目 的】 

〇マリンタウン MICE エリアまちづくりビジョン等に基づく統一した開発 

・エリアの一体整備によりエリアで統一した景観形成を実現すること 

・エリア内の機能重複を防ぎ、バランスを持った開発を実現すること 

〇マリンタウン MICE エリアを形成する為に必要な機能の一体整備 

・大型 MICE 施設と周辺公有地および公共施設活用を一体的に事業化すること

で、大型 MICE 施設を有効に機能させること 

・エリアの一体整備によりエリアマネジメントを実現すること 

【方向性】 

施設名称 概要 利活用の方向性 

H1 ゾーン ・大型 MICE 施設ゾーンに対し、幹

線道路を挟んで隣接した広大な

用地 

・外洋、ビーチ、マリーナにも面

した景観上優位な立地 

・大型 MICE 施設を補完し、主たる

ゲスト等の利用が想定される宿

泊施設 

・MICE に関連した利用も想定され

る、バンケット、会議室等を補完 

H2 ゾーン ・既存住宅がある街区に隣接した

敷地 

・整形な敷地となっており、利用

しやすい形状 

・宿泊施設やコンドミニアムな

ど、長期滞在を想定した活用 

・その他、民間提案による 

H3 ゾーン ・既存住宅を囲むように立地する

敷地 

・雁行した不整形な計上 

・宿泊施設やコンドミニアムな

ど、長期滞在を想定した活用 

・その他、民間提案による 
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H3-T 

ゾーン 

・大型 MICE 施設ゾーンに対し、幹

線道路を挟んで隣接した用地 

・既存学校施設にも隣接した敷地 

・那覇市街地よりマリンタウン

MICE エリアに向かう主要バイ

パスに面し、マリンタウンの玄

関口に位置する 

・シャトルバス等のターミナルと

しての活用 

・ターミナルを 1 階部分とし、そ

の上層部を宿泊施設などの複合

施設とする活用 

G1 ゾーン 

（与那古浜 

公園） 

・与那原町が所有・管理する都市

公園 

・今後も都市公園としての利用を

基本とする 

・大型 MICE 施設等整備に伴い、都

市機能補完の為、都市公園法範

囲内での集客施設等の整備を想

定した活用 

G2 ゾーン 

（きらきら

ビーチ） 

・県が所有・管理する海岸 

・付属施設として、管理棟も含む 

・H1 の宿泊施設との連携を想定し

た活用 

S ゾーン 

（きらきら

ビーチ南側

駐車場） 

・県が所有・管理する駐車場施設 

・大型 MICE 施設整備ゾーンおよ

び H1 ゾーンに挟まれ、幹線道

路にも面した施設 

・駐車場からの用途変更も可能と

する 

・H1 の宿泊施設と連動した路面商

業施設等の整備を想定した活用 

M ゾーン 

（マリー

ナ） 

・県が所有・管理するマリーナ 

・付属施設として、管理棟も含む 

・北側一角は未活用敷地があるた

め、用途変更の上、施設整備な

ども可能とする 

・船舶を利用した MICE 等と連動

したサービスの提供 

・H1 の宿泊施設と連動した路面商

業施設等の整備を想定した活用 
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事業効果 

（抜粋） 

〇定量的効果（大型 MICE 施設） 

項目 調査結果（※12 年目以降） 

催事件数 233 件／年間 

参加人数 98 万人／年間 

経済波及効果 551 億円／年間（直接効果：352 億円 間接効果：199 億円） 

 

〇定性的効果 

項目 効果 

都市ブランド ・県内拠点ともなる大型 MICE 施設整備により、ビジネスツーリズ

ム拠点として認知度が向上する 

・海外関係機関とのネットワークの構築 

周辺エリアへ

の展開 

・マリンタウン MICE エリアを核とした東海岸地域の活性化による

県土の均衡ある発展が期待される 

・MICE 前後の観光需要により、周辺エリアへの観光需要の拡散が期

待される 

産業振興 ・大型 MICE 施設が整備されることで、ビジネスツーリズムから派

生する観光産業等の振興が期待される 

・来街者向けの施設整備や産業創出が促される 

・MICE をとおした研究機関と企業との連携による新たな商品開発

等による関連産業の振興が図られる 

裾野経済 ・大型 MICE 施設の整備においては、大型の都市開発事業により、

建設業の期待が向上する 

・MICE に伴う、飲食需要、宿泊需要、その他観光需要が期待され、

県内の他産業に対して波及することが期待される 

地域住民 ・大型 MICE 施設の整備と連動し、周辺の都市環境形成も図られる

ため、地域住民の利便性も向上される 

・特に観光流入を図るため、道路整備等により交通環境が充実され、

地域住民の交通利便性も向上する 

・海外からの参加者と地域住民等との交流促進 

・高度な研究発表を通した地域への教育的効果が期待される 
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■周辺の道路事業 

◆バイパス開通 

【POINT】 

○国道329号の渋滞緩和・交通安全確保及び沿道環境の改善、緊急医療活動の支援及び河岸海

岸地域の産業振興の支援を目的に西原町小那覇～南風原町与那覇間で開通 

 

計画名 与那原バイパス全線 2 車線開通事業（R4.3 開通） 

事業の 

目的 

①国道 329 号の渋滞緩和 

②国道 329 号の交通安全確保及び沿道環境の改善 

③緊急医療活動の支援 

④東海岸地域の産業振興の支援 

位置図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準断面

図（完成

時） 

 

 

 

 

 

事業概要 【区間】（自）西原町小那覇 （至）南風原町与那覇 

【延長】4.2km 

【道路規格】第 4 種第 1 級 

【設計速度】40km/h 

【車線数】4 車線 

開通後の

交通状況 
1．国道 329 号（現道）から与那原バイパスへ交通が転換 

断面①：国道 329 号開通前（平日）：29,600 台/日 
⇒開通後（平日）：22,100 台/日（7,500 台/日減少）【25％減】 

断面②：国道 329 号開通前（平日）：33,300 台/日 
⇒開通後（平日）：29,400 台/日（3,900 台/日減少）【12％減】 

2．主要渋滞箇所である国道 329 号（現道）の与那原交差点の渋滞状況が緩和 
①国道 329 号与那原交差点（西原方面⇒与那原向け） 

開通前（平日・夕）：450m⇒開通後（平日・夕）：0m 
開通前の通行時間：13 分⇒開通後：1 分（12 分短縮） 

②国道 329 号与那原交差点（那覇方面⇒与那原向け） 
開通前（平日・夕）：830m⇒開通後（平日・夕）：0m 
開通前の通行時間：16 分⇒開通後：1 分（15 分短縮） 

3．東海岸地域から医療機関へのアクセス向上 
東海岸地域から第三次医療施設までの所要時間が短縮され、医療活動に寄与 

西原町（西原町役場）⇔県立南部医療センター 
 5 分短縮【開通前：28 分（平日）⇒開通後：23 分（平日）】 
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◆小禄道路の開通 

【POINT】 

○都市部の交通混雑の緩和と沿道環境の改善を図ることを目的に沖縄県那覇市鏡水～豊見城

市名嘉地間でR8年に開通予定 

 

計画名 那覇空港自動車道 一般国道 506 号 小禄道路（R8 開通予定） 

概要 沖縄自動車道、南風原道路、豊見城東道路と一体となって本島北部及び中南部から

那覇空港間の定時性、高速性を確保するとともに都市部の交通混雑の緩和と沿道環境

の改善を図ることを目的とする道路。 

【事業区間】沖縄県那覇市鏡水～豊見城市名嘉地 

【延長】5.7 ㎞ 

整備効果 

（抜粋） 

定時性・速達性の確保 

小禄道路の整備により、那覇空港から沖縄自動車道（西原 JCT）までの高速ネット

ワークが形成され、沖縄県の玄関口である那覇空港への定時制・速達性が向上。 
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第２章 対象地区を取り巻く状況 

2.1 対象地区の基礎情報の整理 

（１）対象地区の位置 

【POINT】 

 与那原町は沖縄県の東海岸南部に位置 

 マリンタウン東浜地区は与那原町の中でも海に面した東海岸側に位置 

 マリンタウン東浜地区は那覇空港からおよそ30分の場所に位置 

 

与那原町は沖縄本島の東海岸南部に位置し、南側に南城市、西側に南風原町、北側に西原町

と3市町に隣接している。 

マリンタウン東浜地区は与那原町の東側に位置し、海に面している。また、那覇空港からお

よそ車で30分の場所に位置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：対象地区の位置図 

出典：国土数値情報（行政区域 R3、空港 R2） 
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（２）人口の状況 

【POINT】 

 沖縄県の人口増減率は、西海岸地域より東海岸地域、県北部より県中部・南部の方が高い 

 与那原町の増減率は、約7%の増加 

 マリンタウン東浜地区の増減率は、約28%の増加 

 

沖縄県の中部エリア、南部エリアの東海岸地域側は人口が増加している地域である。その中

でも与那原町は、平成27年から令和2年の人口増減率が約7%の増加と特に増加しているまちで

ある。さらに、マリンタウン東浜地区については、約28%の増加となっている。 

 

①沖縄県の人口増減率（H27年～R2年） 

国勢調査の平成27年から令和2年の人口増減率を見ると、北部エリアは減少している一方

で、中部エリア、南部エリアについては、増加している自治体が多い。さらに西海岸地域、

東海岸地域で比較すると、東海岸地域側の人口の増加率が高いと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：市町村別人口増減率  

出典：国勢調査（H27、R2）をもとにデータ加工 
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②与那原町の人口増減率（H27～R2） 

マリンタウン東浜地区については、約28%の増加となっている。沖縄県内の地区単位で区切

った小地域で、東浜地区と同程度の人口規模（R2年の人口総数4,000人以上）を擁する46の地

区のうち25%以上の増加となっている地区は与那原町東浜地区と中城村南上原地区の2箇所

のみであることから、東浜地区の増減率が突出した増加となっていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：区域別人口増減率 

  出典：国勢調査（H27、R2）をもとにデータ加工 
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③人口の推移 

沖縄県全体の人口の推移と与那原町の人口の推移を比較すると、総人口と65歳以上人口は

共に増加している。15～64歳人口については、沖縄県は概ね横ばいに推移しているのに対し、

与那原町はH17年からR2年にかけて約18%増加している。15歳未満人口については、沖縄県は

概ね横ばいに推移しているのに対し、与那原町はH22年からR2年にかけて約26%増加してい

る。与那原町の総人口がH17年からR2年にかけて大きく増加しているのは、マリンタウン地

区の住宅用地が整備されたことが要因と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：沖縄県の人口推移（年齢 3 区分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：与那原町の人口推移（年齢 3 区分）  

出典：国勢調査、国立社会保障人権問題研究所 

出典：国勢調査、国立社会保障人権問題研究所 
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（３）土地利用・施設立地の状況 

【POINT】 

 中南部地域にスポーツ関連施設、観光施設が比較的多く集まっている 

 東海岸側は西海岸側に比べ、観光施設は少ない 

 マリンタウン東浜地区は埋立地である 

 

①沖縄県のスポーツ関連施設、観光施設の分布 

スポーツ関連施設、観光施設共に中南部地域に比較的多く分布している。また、東海岸側

は西海岸側と比べ、観光施設は少ないことが分かる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

図：スポーツ関連施設・観光施設の分布 

  出典：国土数値情報（空港 R2、道の駅 H31、観光資源 H26、集客施設 H26、地場産業関連施設 H24、行政区域 R3） 

沖縄県オープンデータ（H29 年度水浴シーズン前水質調査結果、県営都市公園 H28 美ら島おきなわ 花と緑の名所百選 R3） 

観光庁「登録ホテル一覧」（R4.5.30 時点）を元に作成 

スポーツコミッション沖縄「プランナーズガイドブック」（R3.3 制作）を元に作成 
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②与那原町の地形 

町の東南には雨乞森、北西には運玉森があり、起伏が生じていることが分かる。また、海

岸線に沿って平坦な土地が続いている。なお、マリンタウン地区は、埋立地であるため、標

高0mから10m程度の平坦な土地となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：標高色別図 

 
 
 
  

出典：基盤地図情報（数値標高モデル H27） 

平成 29 年度沖縄県都市計画基礎調査（道路状況、建物用途） 

運玉森 

雨乞森 



与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本計画 

34 

③与那原町の土地利用現況・自然環境 

東南の雨乞森、北西にそびえる運玉森にはさまれ、東側には中城湾を望む海岸線に広がる

平坦地である。元来の海岸線に沿って、マリンタウンを囲う形で住宅等が整備されている。

マリンタウンエリアについては、元来の海岸線先0.82㎞を埋め立てている。コンパクトな町

域のなかで都市的土地利用と自然的土地利用が比較的明確に区分されている。 

気象条件は、亜熱帯性気候で年間を通して温暖である。春から夏にかけて特に雨量が多く、

夏から秋にかけては台風が襲来する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：土地利用図（与那原町） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：年間降水量（月別） 

※与那原町の観測データが公表されていないため那覇市のデータを使用 

出典：気象庁ホームページ

出典：国土地理院 地理院タイル 空中写真（H22）をもとに作成 

運玉森 

中城湾 

雨乞森 
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④マリンタウン東浜地区の土地利用現況 

港に面する部分については、公園やパークゴルフ場、商業施設などが整備されている。西

側については、住宅を中心に整備されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：土地利用図（マリンタウン東浜地区） 

 
 
 
  

出典：国土地理院 地理院タイル 空中写真（H22）をもとに作成 

商業施設 

東浜野球場 

与那古浜公園 

パークゴルフ場 
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⑤マリンタウン地区の経過（航空写真） 

工事が本格的に着工された平成8年からの経過を見ると、海であった場所が埋め立てられ、

平成19年頃から徐々に建物等が整備されていく様子が分かる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典：沖縄県ホームページ 

平成 8 年 4 月 平成 19 年 12 月 

平成 10 年 11 月 平成 20 年 12 月 

平成 12 年 4 月 

平成 15 年 8 月 

平成 22 年 12 月 

平成 23 年 10 月 
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（４）交通の状況 

【POINT】 

 マリンタウン東浜地区の中心地点から主なスポーツ施設・主な観光施設までの自動車での

時間距離はおよそ1時間半圏内 

 マリンタウン東浜地区の中心地点から東海岸地域の施設との距離はおよそ60分圏内 

 主な公共交通手段は路線バス 

 マリンタウン東浜地区には路線バスの路線無し 

 

①主要施設との時間距離 

マリンタウン東浜地区の中心地点から沖縄本島の主なスポーツ施設※1と主な観光施設※2ま

での自動車での時間距離はおよそ1時間半圏内で移動が可能である。また、サンライズベルト

構想に位置付けられる東海岸地域※3の施設との距離は、およそ60分圏内と施設間の連携も考

えられる。 

（※1）主なスポーツ施設：スポーツコミッション沖縄で示される施設観光施設 

（※2）主な観光施設  ：RESAS（地域経済分析システム）における経路検索が上位の施設 

（※3）東海岸地域   ：沖縄市、うるま市、南城市、北中城村、中城村、西原町、与那原町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：主要スポーツ施設と主要観光地の位置 

出典：スポーツコミッション沖縄「プランナーズガイドブック」（R3.3 制作）をもとに作成 

沖縄観光情報 WEB サイト「おきなわ物語」掲載の住所をもとに作成 
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自動車での 

時間距離※ 
主要スポーツ施設 主要観光地 

30 分未満 ①東崎公園※（西原町） 

②ライフル射撃場※（南城市） 

③西原運動公園※（西原町） 

④黄金森公園（南風原町） 

⑤大里城趾公園パークゴルフ場※ 

（南城市） 

⑥吉の浦公園※（中城村） 

⑦豊見城総合公園（豊見城市） 

⑧ANA SPORTS PARK 浦添（浦添運動 

公園）（浦添市） 

⑨南城市体育施設※（南城市） 

⑩東風平運動公園（八重瀬町） 

⑪西崎運動公園（糸満市） 

⑫宜野湾海浜公園（宜野湾市） 

⑬沖縄市コザ運動公園※（沖縄市） 

⑭沖縄県総合運動公園※（沖縄市） 

①首里城（首里城公園）（那覇市） 

②ガンガラーの谷※（南城市） 

③おきなわワールド文化王国・玉泉洞
※ 

（南城市） 

④瀬長島ウミカジテラス（豊見城市） 

⑤国際通り（那覇市） 

⑥斎場御嶽※（南城市） 

⑦イオンモール沖縄ライカム※ 

（北中城村） 

⑧コストコ（2024 年開業予定）※ 

（南城市） 

30 分以上 

60 分未満 

⑮奥武山公園・奥武山総合運動場 

（那覇市） 

⑯北谷公園（北谷町） 

⑰嘉手納運動公園（嘉手納町） 

⑱うるま市石川体育施設※（うるま市） 

⑲赤間総合運動公園（恩納村） 

⑳具志川総合運動公園※（うるま市） 

㉑読谷村体育施設（読谷村） 

㉒宜野座村総合運動公園（宜野座村） 

㉓金武町体育施設 金武町ベース 

ボールスタジアム（金武町） 

⑨平和祈念公園（糸満市） 

⑩美浜アメリカンビレッジ（北谷町） 

⑪ひめゆりの塔・ひめゆり平和祈念 

資料館（糸満市） 

⑫琉球村（恩納村） 

⑬万座毛（恩納村） 

⑭海中道路※（うるま市） 

⑮道の駅許田（やんばる物産センター） 

（名護市） 

60 分以上 

90 分未満 

㉔21 世紀の森公園（名護市） 

㉕今帰仁村総合運動公園（今帰仁村） 

㉖本部町運動公園（本部町） 

㉗くいなエコ・スポレク公園（国頭村） 

⑯ナゴパイナップルパーク（名護市） 

⑰古宇利大橋（今帰仁村） 

⑱KOURI OCEAN TOWER（今帰仁村） 

⑲今帰仁城跡（今帰仁村） 

⑳古宇利島（今帰仁村） 

㉑沖縄美ら海水族館（本部町） 

※サンライズベルト構想に含まれる自治体(沖縄市、うるま市、南城市、北中城村、中城村、西原町、与那原町） 

出典：マリンタウン東浜地区の中心地点からの自動車での時間距離（Google Map 使用し算出） 

  



与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本計画 

39 

②与那原町の公共交通 

与那原町内には、海岸線沿いを結ぶ路線と南から北へと結ぶ路線バスが運行されているが、

マリンタウン東浜地区には路線は通っていない状況である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

系統 路線バス 運行区間 

37，39 那覇バスターミナル 南城市役所 

38 那覇バスターミナル 志喜屋 

338 那覇バスターミナル 斎場御嶽入口 

339 結の街 南城市役所 

30 那覇バスターミナル 泡瀬営業所 

36 糸満バスターミナル 南城市役所 

191 屋富祖 馬天営業所 

 
 
 
 
 
 
  

出典：平成 30 年度沖縄県都市計画基礎調査（バス・モノレール運行状況図）、 

平成 29 年度沖縄県都市計画基礎調査（道路状況、建物用途）をもとに作成 
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（５）与那原町の産業 

【POINT】 

 与那原町の産業は、卸売業，小売業、建設業、医療，福祉、宿泊業，飲食サービス業が 

中心 

 
与那原町の産業大分類別に見た売上高は、全国と比べ建設業、宿泊業、飲食サービス業、医

療、福祉の占める割合が大きい一方で、製造業、金融業、保険業の占める割合は小さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：平成 28 年度における産業大分類別に見た売上高（企業単位） 

出典：総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工 
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（６）観光施設・スポーツ関連施設の来場者数・利用者数 

【POINT】 

 与那原大綱曳まつりは大きな集客イベントである 

 キャンプ合宿等の受け入れ実績が少ない 

 

①観光施設・観光イベント 

軽便与那原駅舎展示資料館については、R2、3年度は新型コロナウイルの影響もあり、利用

者は減少している。また、与那原町大綱曳資料館について、R2、3年度は仮移転期間であるこ

ともあり、大きく減少している。 

440年余の歴史を誇る与那原大綱曳まつりについては、令和元年度開催から会場を2会場と

したこともあり約7万人が訪れる規模のイベントとなっていたが、新型コロナウイルスの影響

により、R2、3年度は中止となっている。ゆかたまつり、クリスマスイルミネーション、地域

活性化イベント（らんたんまつり等）も同様にR2、3年度は中止となっている。 

R4年度については、施設やイベントも再開され、与那原町大綱曳資料館やゆかたまつりは

コロナ影響期間以前の来場者数を上回る人が訪れるほどに回復している。 

 

表：観光施設の来場者数・利用者数 

施設名 

来場者数・利用者数（人） 

H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 
R4 年度 

（1 月末時点） 

軽便与那原駅舎

展示資料館 
7,730 7,167 8,892 4,788 2,579 6,288 

与那原町大綱曳 

資料館 
2,288 2,116 1,931 376※ 132※ 3,467 

※仮移転期間 

表：イベントの来場者数・利用者数 

イベント名 

来場者数・利用者数（人） 

H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 
R4 年度 

（1 月末時点） 

与那原大綱曳 

まつり 
23,109 

19,099 

（1 日開

催） 

約 68,000 中止 中止 約 45,000 

ゆかたまつり 1,044 2,000 雨天中止 中止 中止 4,000 

クリスマスイル

ミネーション 
600 800 約 700 中止 中止 300 

地域活性化イベン

ト（らんたんまつ

り等） 

－ 15,500 雨天中止 中止 中止 約 4,000 
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②スポーツ関連施設・キャンプ合宿・スポーツイベント（大会） 

スポーツ関連施設について、与那原町の既存施設の来場者数・利用者数の推移や、中南部

地域のキャンプ合宿及びスポーツイベント（大会）の受け入れ実績、与那原町の主なスポー

ツイベント（大会）の開催実績、サイクリングコースについて整理する。 

 

【与那原町のスポーツ関連施設の来場者数・利用者数の推移】 

与那原町の既存の施設の来場者数・利用者数は以下の通り。なお観光交流施設の利用者数

についてR2、3年度は新型コロナウイルスの影響もあり、利用者は減少している。 

 

表：スポーツ関連施設の来場者数・利用者数 

施設名 

来場者数・利用者数（人） 

H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 
R4 年度 

（1 月末時点） 

与那原町観光 

交流施設 
80,554 88,838 101,810 66,306 59,873 67,615 

与那原町東浜 

野球場 
6,136 5,988 12,803 7,606 9,524 4,466 

与原公園    863 520 794 

与那原御殿山 

青少年広場 
5,630 5,540 4,755 7,170 6,760 5,630 
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【中南部地域のスポーツイベント（大会）におけるキャンプ合宿等の受け入れ実績】 

中部地域・南部地域のスポーツイベント(大会)におけるキャンプ合宿等の受け入れ実績を

整理する。与那原町単独での受け入れ実績は少ないが、周辺市町村を含めた中南部地域とし

て見ると、一定数の受け入れ実績があると言える。なお、データについてはキャンプ合宿を

中心にまとめたものであり、通常の施設利用者等は含まれていない点や新型コロナウイルス

の影響により、受け入れ件数や人数が減少している点にも留意が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図：市町村別 キャンプ合宿・自主トレ受け入れ上位実績（R1） 

出典：スポーツコンベンション 開催実績一覧 （令和元年度版） 

中部地域 

南部地域 
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【中南部地域の主要な施設ごとのスポーツイベント（大会）におけるキャンプ合宿等の利用人数】 

中南部地域の主要なスポーツ施設の令和元年度のキャンプ、自主トレ、合宿、大会、スポ

ーツイベントの参加者（選手＋監督、コーチ、スタッフ、関係者）と観戦客を合わせた利用

人数は以下の通り。なお、データについては、実績結果及び KLA※3 を用いた推計値となって

いるため、実際の人数とは異なる場合がある点や新型コロナウイルスの影響により、利用人

数が減少している点にも留意が必要である。 

 

P43, 施設名※１ 利用人数※２ 

読谷村 
読谷村体育施設 3,326 

残波岬ボールパーク 4,577 

うるま市 
うるま市具志川総合運動公園 41,386 

うるま市与那城総合運動公園 13,788 

沖縄市 
沖縄県総合運動公園 22,076 

沖縄市コザ運動公園 325 

嘉手納町 嘉手納町総合運動公園 1,570 

北谷町 北谷公園 80,793 

宜野湾市 宜野湾海浜公園 84,498 

中城村 吉の浦公園ござまる陸上競技場 2,309 

西原町 
西原運動公園 2,323 

西原マリンパーク 1,133 

浦添市 
浦添運動公園 50,808 

沖縄スイミングスクール 747 

那覇市 

県立奥武山総合運動公園 253,274 

漫湖公園市民庭球場 657 

陸上自衛隊那覇駐屯地体育館 36 

南風原町 
黄金森公園 2,447 

スポーツワールドサザンヒル 130 

南城市 
南城市体育施設 1,970 

沖縄県ライフル射撃場 300 

八重瀬町 東風平運動公園 5,527 

糸満市 西崎運動公園 3,468 

豊見城市 
豊見城市民体育館 5,586 

瀬長島野球場 1,270 

出典：スポーツコンベンション 開催実績一覧 （令和元年度版） 

※1 複数施設で開催されている場合、施設数で按分 

※2 キャンプ、自主トレ、合宿、大会、スポーツイベントの参加者（選手＋監督、コーチ、スタッフ、関

係者）と観戦客を合わせた利用人数 

※3 KLA では au スマートフォンの位置情報ビッグデータ（位置情報ビックデータとは、KDDI が au スマー

トフォンユーザー同意のもとで取得し、だれの情報であるかわからない形式に加工した位置情報デー

タおよび性別・年齢層といった属性情報を指す）に対し、契約者属性を紐づけ、日単位、時間単位で

小地域（125m メッシュ、 町丁字等）別の滞留人口調査、エリア内の来訪者の居住地の調査が可能。 
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【与那原町の主なスポーツイベント（大会）実績】 

与那原町で実施された主なスポーツイベント（大会）は、マリーナや漁港でのマリンスポ

ーツ（ヨット、ハーリー、ビーチサッカー等）や与那古浜公園でのマラソンである。 

 
表：与那原町の主なスポーツイベント（大会）の開催実績 

年度 スポーツ名 イベント（大会）名 施設名（開催場所） 

H28 

マラソン 第 1 回沖縄 100K ウルトラマラソン 与那古浜公園 

ウォーキング 第 9 回よなばるてくてくウォーク 与那古浜公園 

マラソン 第 35 回新春マラソン大会 与那原町地内 

H29 

ハーリー 当添ハーリー 当添漁港 

ヨット 全九州高等学校ヨット競技大会 与那原マリーナ 

マリンスポーツ 
沖縄マリンスポーツフェスティバル 2017 

～The Seas～ 
与那原マリーナ 

マラソン 第 2 回沖縄 100K ウルトラマラソン 与那古浜公園 

ウォーキング 第 10 回よなばるてくてくウォーク 与那古浜公園 

マラソン 第 36 回新春マラソン大会 与那原町地内 

H30 

ハーリー 当添ハーリー 当添漁港 

ヨット マリーナ祭り IN 与那原マリーナ 与那原マリーナ 

マラソン 第 3 回沖縄 100K ウルトラマラソン 与那古浜公園 

ウォーキング 第 11 回よなばるてくてくウォーク 与那古浜公園 

マラソン 第 37 回新春マラソン大会 与那原町地内 

R1 

ハーリー 当添ハーリー 当添漁港 

マラソン 第 4 回沖縄 100K ウルトラマラソン 与那古浜公園 

ウォーキング 第 12 回よなばるてくてくウォーク 与那古浜公園 

マラソン 第 38 回新春マラソン大会 与那原町地内 

R2 ビーチサッカー 第 4 回ビーチサッカー沖縄カップ 西原与那原マリンパーク 

R3 

フィッシング 第 1 回 YONABARU フィッシングフェス 与那原マリーナ 

ヨット 
令和 3 年度 沖縄県高等学校総合体育大会 

（ヨット競技） 
与那原マリーナ 

マラソン 
沖縄 100K ウルトラマラソン by TATTA 

～ONLINE CHALLENGE～ 
オンライン開催 

マラソン 第 40 回新春マラソン大会 与那原町地内 

R4 

フィッシング 第 2 回 YONABARU フィッシングフェス 与那原マリーナ 

複数種目開催※ おきなわスポーツフェスタ in よなばる 
与那古浜公園、与那原町

観光交流施設 

マラソン 第 5 回沖縄 100K ウルトラマラソン 与那古浜公園 

ウォーキング 第 15 回よなばるてくてくウォーク 与那古浜公園 

マラソン 第 41 回新春マラソン大会 与那原町地内 
※複数種目開催：ダッシュ王選手権、エンジョイリレー大会、チアダンスショー、バトンショー、バレーボール教室、 

バトミントン教室、e スポーツ体験、ボッチャ体験 等 

 

出典：沖縄 100K ウルトラマラソン HP 

与那原町観光ポータルサイト HP 

Sports Islands OKINAWA 沖縄のスポーツ旅アクティビティ情報サイト HP 
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【設定されているサイクリングコース】 

与那原町を通るサイクリングコースが設定されており、サイクルツーリズムが推進されて

いる。 

 
表：サイクリングコース（与那原町を通るコース） 

概要 平成 28 年度 健康長寿おきなわスポーツプラットフォーム形成事業にて、より手

軽にスポーツを楽しめるよう、サイクリングコースが設定されている。 

また、「東海岸地域サンライズ推進協議会」では、東海岸地域の活性化を目的に、

サイクリングツーリズムを推進しており、サイクリングのお勧めルートを紹介すると

ともに、地域の文化、食事、観光等の魅力を掲載したガイドマップが作成されている。 

コース 

マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：健康沖縄 21（沖縄県保健医療部健康長寿課）HP スポーツ周遊マップ 

東海岸サ

イクリン

グガイド

マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：沖縄サンライズエリアサイクリングガイドマップ 東海岸地域サンライズ推進協議会 
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③与那古浜公園 

与那古浜公園の利用者数は、令和 4 年度は約 8,000 人を超える人数の利用があった。また、

100K マラソンのオンラインエントリー者数は、コロナ影響期間の R2、3 年度に大きく増加

していることが分かる。 

維持管理費については、年間およそ 700 万円程度がかかっている。 

 

施設名 

来場者数・利用者数（人） 

H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 
R4 年度 

（1 月末時点） 

与那古浜公園    3,315 4,065 8,610 

 

イベント名 

来場者数・利用者数（人） 

H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 
R4 年度 

（1 月末時点） 

与那原大綱曳 

まつり 
23,109 

19,099 

（1 日開催） 
約 68,000 中止 中止 約 45,000 

体育協会陸上 

競技大会 
600 600 600 600 600 中止 

100K マラソン 578 834 966 1,474※ 2,517※ 837 

スポーツ少年団

駅伝大会 
269 266 340 258 中止 

2/25 

開催予定 

※オンラインエントリー者数 

 

施設名 

維持管理費 

R 元年度 R2 年度 R3 年度 
R4 年度 

（1 月末時点） 

与那古浜公園 ¥6,948,536 ¥7,072,229 ¥7,079,434 \5,150,800 
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（７）マリンタウン東浜地区の地価 

【POINT】 

 マリンタウン東浜地区の地価は周辺と比べて高水準である 

 

①マリンタウン東浜地区周辺の地価 

マリンタウン東浜地区の地価は与那原町内の他所と比べて高水準であることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：マリンタウン東浜地区周辺の地価 

 

 

 

  

出典：国土数値情報（地価公示 R4、都道府県地価調査 R3）  

平成 29 年度沖縄県都市計画基礎調査（道路状況、建物用途） 
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②対象地の地価 

令和3年度における対象地それぞれの固定資産税路線価を以下に示す。 

価格帯をみると、52,000～78,000円となっている。 

【東浜 25 番地 現東浜野球場・テニスコート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東浜 107 番地 現駐車場】 
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【東浜 77 番地 与那古浜公園（都市公園）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マリンタウン・ベイサイド・ビスタ①②】 
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（８）マリンタウン東浜地区周辺の災害被害想定 

【POINT】 

 マリンタウン東浜地区の海岸線の津波浸水深想定が5～10ｍとなっている 

 マリンタウン東浜地区、海岸線沿いを中心に高潮浸水が想定されている 

 マリンタウン東浜地区は埋立地であるが、インフラ設備に対する液状化対策を講じている 

 マリンタウン東浜地区は土砂災害警戒区域には含まれない 

 

①津波浸水深想定 

・マリンタウン東浜地区は海に面しており、津波による被害が想定されている。 

・特に海岸線沿いについては、大きな被害が想定されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：津波浸水深想定 

出典：与那原町総合防災マップを加工 
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②高潮浸水深想定 

・マリンタウン東浜地区、海岸線沿いを中心に高潮浸水が想定されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：高潮浸水深想定 

出典：与那原町総合防災マップを加工 
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③液状化危険度 

・マリンタウン東浜地区は、埋立地であることから、液状化の危険性があるものの、防災上

重要な基幹施設や地域の拠点施設については、液状化対策に努めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：液状化危険度 

出典：与那原町総合防災マップを加工 
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④土砂災害警戒区域（土石流＋地すべり） 

・山林地域は土石流や地すべりの危険性があることから、土砂災害警戒区域に設定されてい

る。 

・マリンタウン東浜地区は埋立地であることから、土砂災害警戒区域には含まれない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：土砂災害警戒区域 

出典：与那原町総合防災マップを加工 
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⑤与那原町が取組む災害対策 

与那原町の16箇所の津波避難ビルのうち、東浜地区は沖縄女子短期大学とコロニー児童デ

イサービスの2箇所が指定されている。また、防災マップ等の作成及び防災関連看板等の設置

及びそれらの多言語化により、防災意識を高める取組や、避難ビル協定の締結による津波避

難ビルの数の拡大を目指している。 

 

 

図：津波避難ビルの位置 

出典：与那原町災害ハザードマップ（令和 2 年 3月作成 津波・土砂災害） 

 
 
  

コロニー児童デイサービス 
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（９）法規制等 

【POINT】 

◆東浜地区地区計画における地区整備計画では、住宅系地区のほか沿道業務地区や沿道商業地

区、教育関連施設地区が計画されている 

◆マリンタウン東浜地区には与那原町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例に

より、建築物等の用途の制限等が定められている 

◆マリンタウン東浜地区には与那原町都市公園条例の対象となっている区域が３箇所存在す

る 

 

①法適用の現況 

・マリンタウン東浜地区は全域が都市計画区域及び市街化区域に設定されている。 

・マリンタウン東浜地区の用途地域は、大部分が住居系であるが、「近隣商業地域」や「準工

業地域」等の指定もある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：与那原町の法適用の現況 

出典：平成 28 年度沖縄県都市計画基礎調査（法適用） 

平成 29 年度沖縄県都市計画基礎調査（道路状況、建物用途） 

国土数値情報（行政区域 R3、用途地域 R 元（原典資料：与那原町 H26）） 
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②地区計画・条例の現況 

・東浜地区地区計画における地区整備計画では、住宅系地区のほか沿道業務地区や沿道商業

地区、教育関連施設地区が計画されている。 

・マリンタウン東浜地区は、与那原町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例に

より建築物の用途、構造及び敷地に関する制限が定められている。 

・マリンタウン東浜地区には、与那原町都市公園条例の対象となる都市公園が3箇所ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図：地区計画・条例の現況 

出典：平成 28 年度沖縄県都市計画基礎調査（地区計画、条例・協定、法適用） 

平成 29 年度沖縄県都市計画基礎調査（道路状況、建物用途） 

国土数値情報（行政区域 R3） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：地区計画図 

出典：東浜地区地区計画 

凡例・・・ 

低層住宅地区（１） 

低層住宅地区（２） 

低層住宅地区（３） 

集合住宅地区 

一般住宅地区 

沿道住宅地区（１）・（２） 

沿道住宅地区（３） 

沿道業務地区 

沿道商業地区 

教育関連施設地区 

都市計画道路 

隣接町村境界線 

大字界・・ 

小字界・・ 

既存区域・ 
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2.2 対象地の基礎情報の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）与那原町字東浜 25 番地 （2）与那原町字東浜 107 番地 

  

敷地面積 
約 2.3ha・約 6,883 坪・ 
22,754 ㎡ 

約 0.2ha・約 642 坪・2,121 ㎡ 

用途地域 第一種低層住居専用地域 準住居地域 

建蔽率/容積率 50%/100% 60%/200% 

高さ制限 敷地地盤から 12m なし 

地区計画 低層住宅地区（１） 沿道住宅地区（２） 

現状の利用 野球場・テニスコート 駐車場 

備考   

 

（1）与那原町字東浜 25 番地 現野球場・テニスコート 

（2）与那原町字東浜 107 番地 現駐車場 

（3）与那原町字東浜 77 番地 与那古浜公園（都市公園） 

（5）マリンタウン・ベイサイドビスタ② 現未利用地 

（4）マリンタウン・ベイサイドビスタ① 現未利用地 
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（3）与那原町字東浜 77 番地 （4）マリンタウン・ベイサイドビスタ① 

  

敷地面積 
約 4.2ha・約 12,595 坪・ 
約 41,637 ㎡ 

約 0.9ha・約 2,723 坪・約 9,000 ㎡ 

用途地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 

建蔽率/容積率 60%/200% 60%/200% 

高さ制限 なし なし 

地区計画 集合住宅地区 一般住宅地区 

現状の利用 都市公園（与那古浜公園） 未利用地 

備考 
使用料は参考資料参照 
公募対象公園施設の建築可能面積
は参考資料参照 

 

 

（5）マリンタウン・ベイサイドビスタ② 

 

敷地面積 
約 2.3ha・約 6,958 坪・ 
約 23,000 ㎡ 

用途地域 
第二種低層住居専用地域 
※一部第二種中高層住居専用地域 

建蔽率/容積率 50%/100% ※60%/200% 

高さ制限 敷地地盤から 12m 以下 

地区計画 低層住宅地区（２）（３） 

現状の利用 未利用地 
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2.3 現況整理のまとめ 

現況整理の結果を以下にまとめる。 

表：現況整理のまとめ 

現況整理のまとめ 

項目 内容 

対象地区の位置 

○与那原町は沖縄県の東海岸南部に位置 

○マリンタウン東浜地区は与那原町の中でも海に面した東海岸側に位置 

○マリンタウン東浜地区は那覇空港から車でおよそ 30 分の場所に位置 

人口の状況 

○沖縄県の人口増減率は、西海岸地域＜東海岸地域、北部＜中・南部 

○与那原町の増減率は、約 7%の増加 

○マリンタウン東浜地区の増減率は、約 28%の増加 

土地利用・ 

施設立地の状況 

○中南部地域にスポーツ関連施設、観光施設が比較的多く集まっている 

○東海岸側は西海岸側に比べ、観光施設は少ない 

○マリンタウン東浜地区は埋立地である 

交通の状況 

○マリンタウン東浜地区の中心地点から主なスポーツ施設・主な観光施

設までの自動車での時間距離はおよそ 1 時間半圏内 

○マリンタウン東浜地区の中心地点から東海岸地域の施設との距離はお

よそ 60 分圏内 

○主な公共交通手段は路線バス 

○マリンタウン東浜地区には路線バスの路線無し 

与那原町の産業 
○与那原町の産業は、卸売業，小売業、建設業、医療，福祉、宿泊業，

飲食サービス業が中心 

観光施設・スポー

ツ関連施設の来場

者数・利用者数 

○与那原大綱曳まつりは大きな集客イベントである 

○キャンプ合宿等の受け入れ実績が少ない 

マリンタウン東浜

地区の地価 
○マリンタウン東浜地区の地価は周辺と比べて高水準である 

マリンタウン東浜

地区周辺の災害 

被害想定 

○マリンタウン東浜地区の海岸線の津波浸水深想定が 5～10ｍとなって

いる 

○マリンタウン東浜地区、海岸線沿いを中心に高潮浸水が想定されてい

る 

○マリンタウン東浜地区は埋立地であるが、インフラ設備に対する液状

化対策を講じている 

○マリンタウン東浜地区は土砂災害警戒区域には含まれない 

法規制等 

○東浜地区地区計画における地区整備計画では、住宅系地区のほか沿道

業務地区や沿道商業地区、教育関連施設地区が計画されている 

○マリンタウン東浜地区には与那原町地区計画区域内における建築物の

制限に関する条例により、建築物等の用途の制限等が定められている 

○マリンタウン東浜地区には与那原町都市公園条例の対象となっている

区域が３箇所存在する 
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第３章 課題の整理  

令和3年度に作成した基本構想では、対象地の開発コンセプトを「スポーツツーリズム」とした

上で、目標に『「健康」をつくり「未来」を創る新たなサンライズエリア』を掲げ、対象地ごとの

基本方針を設定した。 

本章では、上記の基本方針を基本計画に具体化していく際の課題について、前章までの内容を

踏まえて整理する。 

表：基本計画の具体化に向けた課題の整理 

課題 

【スポーツツーリズムの具体化】 

○上位関連計画では、東海岸地域において、トップアスリートの練習にも対応可能な機

能を有する施設整備や、プロスポーツチームの合宿、学生・社会人におけるクラブ活

動の誘致など、長期滞在型の多様なスポーツツーリズムの実現に向けた施策展開を図

ることが、位置付けられている。 

○周辺市町村にはスポーツ合宿を受け入れた実績のある各種競技場や、ビーチやマリー

ナといった自然を活かした施設など、スポーツツーリズムの推進に寄与すると考えら

れる資源がある。 

➡上位関連計画で実現を目指すスポーツツーリズムの展開の一翼を担うため、周辺市町

村と連携し、地域の資源を活かしたスポーツツーリズムを具体化する必要がある。 

【世の中の潮流を踏まえた幅広い将来像の実現】 

○アフターコロナやSDGs、脱炭素、DX等といった世の中の潮流の中で、心身の健康の維

持促進（ウェルビーイング）やスポーツに最新のテクノロジーを組み合わせ発展させ

る考え（スポーツテック）といった概念も生まれている。 

○上位関連計画においてもDX等を促進する取組の推進を掲げている。 

➡このような状況を踏まえて、導入機能を検討する必要がある。 

【町が進める施策との連携】 

○マリンタウン地区を対象に、次世代につながる持続可能なまちを創っていくため、ま

た、新たな産業創出などの経済効果を生み出すため、脱炭素先行地域の選定が決定し

た。 

○マリンタウン地区は、津波浸水や高潮浸水が想定されており、津波避難ビルを増やす

取組を行っている。 

➡公有地活用の際には、これら町が進める施策への貢献の可能性を検討する必要があ

る。 

【独立採算事業での民間参入の可能性】 

○スポーツや健康に関する施設は、民間施設のみでなく、公共の役割を担う施設もある。 

○本町のスポーツ関連施設、観光施設の利用者数及び、イベントへの来場者数は、新型

コロナウイルスの影響を受けている。 

➡このような状況の中で、民間事業者による独立採算事業の可能性を、サウンディング

調査を通して把握する必要がある。 

【次年度に予定している本公募への参加可能性】 

○大型MICE施設は、東海岸地域及びマリンタウン地区における大型プロジェクトであ

り、大型MICE施設の動向は、民間事業者の参加意向に大きな影響を与えるものである。 

➡現状、大型MICE施設の整備時期が明確でない中で、次年度に本公募へ民間事業者が参

加する可能性をサウンディング調査において確認する必要がある。 

【対象地間の連携によるエリア価値の向上】 

○本事業の対象地は、分散配置されている。 

○本事業の対象地周辺は、既にまちが形成されている。 

➡その中で、利活用の効果を最大限に発揮するためには、分散配置されている対象地を

包括的にマネジメントし、エリアの価値を高める取組を行うことが必要である。 



与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本計画 

62 

第４章 市場調査の実施（企業サウンディング） 

4.1 調査の概要 

（１）目的 

本町では、本地区に存在する公有地について、令和３年度に策定した基本構想に基づき、民

間活力を活用し新たな経済効果の創出に向けたスポーツツーリズムをコンセプトとする土地利

用を検討している。 

与那原町としては民間活力を活用し、令和５年度に本公募を予定していることから、本地区

内の町有地３街区について、民間事業者との対話を通じて事業の実現可能性や意向等を事前に

把握するとともに、今後予定している公募内容への反映を目的としてサウンディング型市場調

査を実施した。 

 

  

対象地 
スポーツ・ウェルネス※1 拠点 宿泊・滞在拠点 

芝生の交流拠点 
[与那古浜公園] 

（東浜 25 番地） （東浜 107 番地） （東浜 77 番地） 

期待する 
サービス・
機能 

・スポーツツーリズムの推進に資するサービス・機能 
・ウェルビーイング※2 に資するサービス・機能 
・新たな経済効果を創出するサービス・機能 

・アスリートのトレーニング、
リハビリテーション 

・地域住民の総合的な健康 
サポート 

・医学的・科学的エビデンス
に基づいたサービスの提供 

・スポーツ合宿等の受入れ 
・リモートワーク・ワーケーション 

への対応 

・地域住民のコミュニティ 
形成の促進 

・来訪者の交流促進 
・各種イベントの企画・開催 
・リモートワーク・ワーケーション 

への対応 

 

表：市場調査時点の本町が期待するサービス・機能 

（※1）スポーツ・ウェルネス（Sports-wellness）：スポーツとウェルネスの融合したもの。ウェルネスは、「輝くように生き生きし

ている状態」であり、心身の健康だけでなく、その人の価値観や生きがいなどを含んだもの。 
（※2）ウェルビーイング（Well-being）：個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを 意

味する概念。 

図：市場調査時点の本町が想定している土地利用方針 
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（２）対話項目 

調査にあたっては、以下の項目等について対話を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）企業抽出の考え方 

企業抽出にあたっては、土地利用方針に基づいて抽出した企業（380社）へのDM（ダイレク

トメッセージ）を併用した公募により企業を抽出した。 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
① 検討している公有地の利活用の内容  

② 参画に可能な事業スキーム 

・敷地面積活用の見通し（25 番地） 

・事業手法・事業期間 

・3 街区を包括した事業実施の見通し（以下、バンドリング） 

③ 令和 5 年度に予定している本公募への参画 

④ その他 

・用途地域見直しニーズ 

DM 発送企業 380 社 

 ✓過年度のサウンディングに参加した企業 48 社 

 ✓医療系企業 40 社 

 ✓健康・スポーツ系企業 37 社  

 ✓ホテル 211 社 

✓その他 44 社 
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（４）実施手順 

実施手順は、サウンディング実施要領を町ホームページ等に掲載するとともに、過年度のサ

ウンディング参加企業や土地利用方針に沿う業種へのDM発送により周知・公募を行い、事前サ

ウンディングシートを提出いただいた上で対話を行った。その結果を整理・分析した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）提出事業者 

提出事業者は25社であり、建設、設計、不動産、事業企画運営、スポーツ関連、アミューズ

メント、ホテル等の業種であった。 

東浜 25 番地 21 社（うち 25 番地のみへの提案 7 社） 

東浜 107 番地 14 社（うち 107 番地のみへの提案 1 社） 

東浜 77 番地 15 社（うち 77 番地のみへの提案 3 社） 

 
  

実施要領をホームページにて公表、DM 発送 

民間事業者からの質問の受付 

質問への回答 

サウンディング参加申し込み 

事前サウンディングシートの提出 

サウンディングの実施 

サウンディング結果整理・分析 

※令和 4 年 9 月 12 日 

※令和 4 年 11 月 16 日～ 
12 月 13 日 

 

令和 4 年 

9 月 

10 月 

11 月 
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4.2 調査の結果 

（１）街区ごとの提案数     

【POINT】 

◆25番地が最も多く21社、107番地が14社、77番地が15社 

◆3街区全て提案は、11社 

◆25番地と107番地の2街区提案が2社、25番地と77番地の2街区提案が1社 

 

 

 

  

希望街区
25番地のみ 7
107番地のみ 1
77番地のみ 3
25番地と107番地 2
25番地と77番地 1
3街区全て 11
合計 25

21 

14 
15 
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（２）バンドリングの見通し 

【POINT】 

◆3街区それぞれでの活用ではなく複数での活用（バンドリング）の見通しを確認した 

◆バンドリング可能は9社 

◆現在は他事業者との共同事業体は組んでいないが、今後共同事業体への対応可能は6社 

 
 
合わせて進出したい街区 

 

 

 

 

 

 

他事業者とのコンソーシアム 

 

 
 
 
 
  

25番地のみ 7
107番地のみ 1
77番地のみ 2
25番地と107番地 1
25番地と77番地 2
25番地と77番地一括と107番地単独 1
25番地、107番地、77番地それぞれ単独 2
３街区すべて 9
合計 25

合わせて進出したい街区

他事業者とのコンソーシアム
対応可 6
消極的 2
組成する会社との相談 1
無回答 16
合計 25



与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本計画 

67 

（３）町が期待するサービス機能の実現見通し 

【POINT】 

◆25番地は、提案21社あり、町が期待するサービス機能に対応可能は13社、新提案について

も町の期待するサービス機能に親和性のある提案が多い 

◆107番地は、提案14社あり、町が期待するサービス機能に対応可能は7社、新提案について

は、商業施設やマンションが多い 

◆77番地は、提案15社あり、町が期待するサービス機能に対応可能は9社、新提案についても

町の期待するサービス機能に親和性のある提案が多い 

 
25 番地 

 

 

 

 

107 番地 

 

 

 

 

77 番地 

 

 
  

町が期待するサービス機能の実現見通し
対応可 13
新提案 3
無回答 5
合計 21

町が期待するサービス機能の実現見通し
対応可 7
新提案 5
無回答・検討中 2
合計 14

町が期待するサービス機能の実現見通し
対応可 9
新提案 3
無回答・検討中 3
合計 15
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（４）敷地面積活用の見通し 

【POINT】 

◆25番地の敷地面積活用の見通しは、67％が全部利用可能 

 

25 番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

敷地面積活用の見通し
全部利用 14
一部利用（13,000㎡） 1
一部利用（3,000〜5,000㎡） 2
一部利用（2,000㎡） 1
未定 3
合計 21
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（５）事業手法・事業期間 

・事業手法 

【POINT】 

◆25番地は、事業用定期借地・独立採算事業での参加可能は11社、その他は、町による整備も

希望、金額により参画可能、単独では参画困難などの意見 

◆107番地は、売買4社、借地3社、また、それぞれの回答において最初借地で10年後売却の意

見もあった 

◆77番地は、P-PFI※１・独立採算事業での参画可能は9社、独立採算型事業は難しいが4社 

 
25 番地 

 

 

 

 

 

107 番地 

 

 

 

 

77 番地 

 

参画可能 11
参画困難 1
その他 9
合計 21

事業用定期借地・独立採算事業での参画可能性

事業用定期借地 3
売買 4
どちらでもよい 3
無回答・検討中 4
合計 14

事業用定期借地or売買

参画可能 9
独立採算型事業は難しい 4
検討中 2
合計 15

P-PFI・独立採算事業での参画可能性

その他：無回答、町による整備も希望、

金額により参画可能、単独で

は参画困難（原則、取得・譲渡）

を含む 
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・借地期間 

【POINT】 

◆25番地は、20年が8社、15～20年を加えると12社 

◆107番地は、無回答が8社、25年以上3社 

◆77番地は、無回答が11社、15～20年3社、50年以上1社 

 
25 番地 

  

 

107 番地 

 

 

77 番地 

 

 

15年 1
15〜20年 3
20年 8
30年以上 1
40〜50年 1
50年 2
無回答 5
合計 21

借地期間

15〜20年 1
20年 1
20〜30年 1
25年以上 1
30年以上 2
無回答 8
合計 14

借地期間

15〜20年 1
20年 2
50年 1
無回答 11
合計 15

借地期間
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・管理運営事業者の目途 

【POINT】 

◆25番地は、目途がある企業が12社、目途はない企業が8社 

◆107番地は、目途がある企業が7社、目途はない企業が5社 

 
25 番地 

 

 

 

 

 

 

107 番地 

 

 

 

 

 

（※１）P-PFI：飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当施設から生ずる収益を活用

してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う

者を、公募により選定する「公募設置管理制度」のこと。 

 

  

目途がある 12
目途はない 8
その他 1
合計 21

管理運営事業者の目途

目途がある 7
目途はない 5
その他 2
合計 14

管理運営事業者の目途
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（６）Ｒ５年度本公募の見通し 

【POINT】 

◆25番地は、参加したい11社、検討が必要10社 

◆107番地は、参加したい8社、検討が必要6社 

◆77番地は、参加したい7社、検討が必要8社 

 
25 番地 

 

 

 

 

 

 

 

107 番地 

 

 

 

 

 

 

77 番地 

 

 

 

 

R５年度本公募への参画意向
参加したい 11
検討が必要 10
合計 21

R５年度本公募への参画意向
参加したい 8
検討が必要 6
合計 14

R５年度本公募への参画意向
参加したい 7
検討が必要 8
合計 15
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（７）用途地域見直しニーズ 

【POINT】 

◆25番地は、第一種住居地域以上が7社、できるだけ緩和5社、準住居地域以上3社 

◆107番地は、準住居地域（現行用途）6社、用途地域より容積率を高く2社 

◆77番地は、第二種中高層住居専用地域（現行用途）9社 

 
25 番地 

 

 

107 番地 

 

 

77 番地 

 

 

第一種住居地域以上 7
第二種住居地域以上 2
準住居地域以上 3
準住居地域又は商業地域 1
近隣商業地域 1
できるだけ緩和 5
無回答 2
合計 21

希望する用途地域等

準住居地域（現行用途） 6
近隣商業地域 1
近隣商業地域又は商業地域 1
できるだけ緩和 1
想定建築物が建築可能な用途地域等 1
用途地域より容積率を高く 2
無回答 2
合計 14

希望する用途地域等

第二種中高層住居専用地域（現行用途） 9
第一種住居地域 1
第一種住居地域以上 1
想定建築物が建築可能な用途地域等 1
要検討 1
無回答 2
合計 15

希望する用途地域等
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（８）調査結果のまとめ 

表：サウンディング調査結果のまとめ 

サウンディング調査結果のまとめ 

項目 調査結果 

対象地 東浜25番地 東浜107番地 東浜77番地 

街区ごとの 

提案数 
21社 14社 15社 

バンドリング 

の見通し 

◆3街区それぞれでの活用ではなく複数での活用（バンドリング）の見通しを

確認した 

◆バンドリング可能は9社 

◆現在は他事業者との共同事業体は組んでいないが、今後共同事業体への対

応可能は6社 

町が期待する 

サービス機能 

の実現見通し 

◆町が期待するサービ

ス機能に対応可能は

13社、新提案につい

ても町の期待するサ

ービス機能に親和性

のある提案が多い 

◆町が期待するサービ

ス機能に対応可能は

7社、新提案について

は、商業施設やマン

ションが多い 

◆町が期待するサービス

機能に対応可能は9社、

新提案についても町の

期待するサービス機能

に親和性のある提案が

多い 

敷地面積活用 

の見通し 

(25 番地) 

◆敷地面積活用の見通し

は、67％が全部利用可

能 

－ － 

事業手法 

◆ 事 業 用 定 期 借 地 11

社、その他は、町によ

る整備も希望、金額に

より参画可能、単独で

は参画困難など 

◆売買4社、借地3社、

また、それぞれの回

答において最初借

地で10年後売却の

意見もあった 

◆P-PFI・独立採算事業で

の参画可能は9社、独立

採算型事業は難しいが

4社 

借地期間 

◆20年が8社、15～20年

を加えると12社 

◆無回答が8社、25年

以上3社 

◆無回答が 11 社、15～

20 年 3 社、50 年以上

1 社 

管理運営事業 

者の目途 

◆目途がある企業が12

社、目途はない企業が

8社 

◆目途がある企業が7

社、目途はない企業

が5社 

－ 

R5 年度本公 

募の見通し 

◆参加したい11社、検

討が必要10社 

◆参加したい8社、検

討が必要6社 

◆参加したい7社、検討が

必要8社 

用途地域見直 

しニーズ 

◆第一種住居地域以上

が7社、できるだけ緩

和5社、準住居地域以

上3社 

◆準住居地域（現行用

途）6社、用途地域よ

り容積率を高く2社 

◆第二種中高層住居専用

地域（現行用途）9社 
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（９）調査結果の考察 

表：サウンディング調査結果の考察 

サウンディング調査結果の考察 

本公募手法 ■バンドリング可能は9社あり、実現性はあると言える。 

25 番地の 

事業スキーム等 

■町が期待するサービス機能への対応可能企業は、半数以上であり、新提案

についても町が期待するサービス機能に親和性のある企業が多く、また、

敷地全体を利用可能企業が約7割、管理運営事業者目途あり約6割、R5年度

本公募見通し約5割と、町の意向で進めてても実現性はあると言える。 

■事業手法は、事業用定期借地、事業期間20年の意見が多く、これを基準に

設定することで検討する必要がある。 

■用途地域は、第一種住居地域以上やできるだけ緩和、準住居地域以上の意

見があり、周辺用途地域を踏まえつつ検討する必要がある。 

107 番地の 

事業スキーム等 

■町が期待するサービス機能への対応可能企業は約半数であり、新提案は、

商業施設やマンション意見が多い。管理運営事業者目途あり約5割、R5年

度本公募見通し約6割と、町の意向で進めても実現性はあると言える。 

■事業手法は、売買、借地の意見は、さほど差はなく、折衷案としての借地

で10年後売買の意見も複数あり、検討する必要がある。 

■用途地域は、現行用途の準住居地域の意見が多く、その他容積率緩和の意

見もあった。周辺用途地域等を踏まえつつ検討する必要がある。 

77 番地の 

事業スキーム等 

■町が期待するサービス機能への対応可能企業は、6割であり、新提案につい

ても町が期待するサービス機能に親和性のある企業が多く、R5年度本公募

見通し約5割と、町の意向で進めても実現性はあると言える。 

■事業手法は、P-PFI・独立採算型での参画可能が6割と可能性が高い。 

■用途地域は、現行用途の第二種中高層住居専用地域が多く、その他緩和を

求める意見もあり周辺用途地域や町が整備を検討する施設を踏まえつつ検

討する必要がある。 
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表：サウンディング調査結果の考察（導入機能の方針等） 

サウンディング調査結果の考察 

期
待
す
る
サ
ー
ビ
ス
・
機
能 

全体 

■心身の健康の維持促進（ウェルビーイング）に資するサービス・機能とし

て、最新機器等を導入した最先端の健康関連施設の提案を期待していたが、

サウンディングにおいて、そのような提案は無かった。 

そのため、心身の健康の維持促進（ウェルビーイング）に資するサービス・

機能については、任意提案とする等、参画の可能性を妨げないようにする

必要がある。 

施
設
イ
メ
ー
ジ 

25番地 

■医学的・科学的エビデンスに基づいたアスリート向け及び地域住民の総合

的な健康をサポートする医療・リハビリ施設、フィットネス、スポーツ施

設、健康・飲食施設等の施設をイメージしており、フィットネス、リハビ

リ施設、スポーツ施設等の提案はあったものの、医学的・科学的エビデン

スに基づいた提案は無かった。 

そのため、医学的・科学的エビデンスに基づくといった条件については、

任意提案とする等、参画の可能性を妨げないようにする必要がある。 

107番地 

■国内から訪れるビジネス客、スポーツツーリズム客に加え、スポーツ選手

もターゲットにできる宿泊施設をイメージしており、4社からイメージに

近い提案があったものの、少数であったことから、参画のハードルとなる

可能性を考慮し、任意提案とする等、参画の可能性を妨げないようにする

必要がある。 

77番地 

■憩いの場・交流の場としての機能充実を図るため、カフェ・レストラン等

の飲食施設を導入し、それらに付帯する形でランニングステーションやサ

イクルステーション等の施設をイメージしており、飲食施設とその付帯施

設の提案は7社からあったものの、イメージにより近い飲食施設とランニ

ングステーション・サイクルステーションの提案は3社にとどまった。 

そのため、条件を拡大する等の検討を行う必要がある。 
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4.3 需要を検証するモニターツアーの実施 

スポーツツーリズムのコンセプトのもとで基本方針に基づく事業を実施したい民間事業者が存

在することが明らかになった。そこで、事業を成立させるためには、エンドユーザーとなる来訪

者の存在が重要になる。ここでは、来訪者の需要を確認するために実施したモニターツアーの結

果をまとめる。 

 
（１）モニターツアーの概要 

令和5年1月28日（土）から1月29日（日）にかけてモニターツアーを実施した。モニターツ

アーの目的、参加者、スケジュール及び当日の様子は以下の通り。 

●目的 

本地区でスポーツツーリズムのコンセプトのもと事業を実施した場合に、来訪者として想

定される各種スポーツ団体の関係者に、実際に対象となる3街区や周辺施設を見学してもらう

ことで、利用者目線の需要や事業アイデアの聞き取りを行う。 

●参加者 

 ビーチサッカー関係者3名、陸上関係者1名、ラグビー関係者1名、地方創生支援の運営会社

2名、銀行兼セーリング関係者１名、旅行会社１名の計9名が参加した。 

●スケジュール 

【1日目】 

    



与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本計画 

78 

【2日目】 

   

●当日の様子 

【ホテルSUNRIZE・OCEAN 視察の様子】       【与那原マリーナ 視察の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【西原マリンパーク 視察の様子】        【与那原町観光交流施設 視察の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【役場会議室 概要説明の様子】 
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（２）参加者の意見 

モニターツアーの参加者に対するアンケート結果は以下の通り。 
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与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本計画 

91 
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（３）来訪者の需要（まとめ） 

モニターツアーを実施して得られた来訪者の需要を以下にまとめる。今後、この結果を事業

者公募時に共有する等して、民間事業者の提案の参考にすることにより、より市場ニーズにあ

った事業者提案となることが期待される。 

 

・スポーツツーリズムの地としての価値は感じていただいた結果となった。 

・特に与那原マリーナは評価が高く、他箇所と差別化できるセーリングの可能性は期待がで

きる。 

・スポーツ施設を充実させることはもちろんのこと、“娯楽”の充実度も重視している印象。 

・ホテルはビジネスホテルなど安価の宿泊施設を求めており、且つ＋αとなる、大浴場やサ

ウナなど体を癒すことを求めている。 

・交通の利便性も、気になる方が多かった。（レンタルサイクルなどちょっとした移動が可能

になるものがよいのでは等） 
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第５章 基本方針 

5.1 公有地土地利用の基本方針 

前章までで沖縄県及び与那原町の上位計画の整理を行い、市場調査の結果を整理した。市場調

査では、与那原町が令和 3 年度に策定した「与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本構想」

に定めた基本方針に資する提案があったことから、その内容を踏まえて以下の通り基本方針を定

めた。 

 

（１）公有地土地利用の基本的な考え 

〇スポーツ・ウェルネス※1 拠点（東浜 25 番地） 

今回の公有地利活用における核となる拠点として、近隣にあるスポーツ施設への合宿や自主

トレ等との連携や地域住民の心身の健康の維持促進を目的とした複合型施設の誘致を検討す

る。 

プロスポーツ選手等にも対応したトレーニングやケアが受けられる機能や種目を問わずスポ

ーツが実施できる機能、さらにオリンピックなどにより近年着目されているアーバンスポーツ

※2 や新たなスポーツ※3 の実施やデータ分析等の新技術の活用による新たな価値を創造する機

能を想定する。 

 

〇宿泊・滞在拠点（東浜 107 番地） 

スポーツ・ウェルネス拠点や近隣にあるスポーツ施設を活用したスポーツ合宿の受け入れ

や、ビジネス客、一般来訪者の受け入れなど、スポーツツーリズム及びビジネスツーリズムに

よる来訪者が安心、快適に宿泊できる施設の誘致を検討する。 

 

〇芝生の交流拠点（東浜 77 番地） 

スポーツ・ウェルネス拠点や宿泊・滞在拠点への来訪者や、地域住民への憩いの場としての

賑わい創出の促進、公園利用者の利便性促進を図るため、飲食機能やそれに付帯する施設の誘

致を検討する。 

 

〇宿泊・商業拠点（ベイサイドビスタ①・②）※沖縄県有地 

マリーナに近い立地を生かし、マリンスポーツやビジネス等で訪れた観光客が快適に宿泊で

きる場の形成を検討する。また、日帰り観光や地域住民向けの商業施設の併設も検討する。 

 

（※1）スポーツ・ウェルネス：スポーツとウェルネスの融合したもの。ウェルネスは、「輝くように生き生きしている状態」で

あり、心身の健康だけでなく、その人の価値観や生きがいなどを含んだもの 

（※2）アーバンスポーツ：BMX、スケートボード、ブレイクダンス等といった都市型スポーツ 

（※3）新たなスポーツ：e スポーツ、3 人制バスケ、アルティメット等といった一般的に認知されつつあるスポーツ 
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（２）公有地土地利用の活用方針図 

本町の公有地活用における基本的な方針を以下の図に取りまとめる。 
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（３）対象地ごとの導入機能の方針 

令和 5 年度に企業誘致を予定している対象地としては、与那原町及び沖縄県土地開発公社与

那原支社が所有する公有地であることから、以下の通り 3 街区の対象地ごとの導入機能の方針

を以下に整理した。 

 

表：対象地ごとの導入機能の方針の整理 

公有地土地利用のコンセプト：スポーツツーリズム 

方針：3街区（東浜25番地、107番地、77番地）を整備し、対象地間の連携強化を図る 

対象地 

スポーツ・ウェルネス 

拠点 
宿泊・滞在拠点 

芝生の交流拠点 

［与那古浜公園］ 

（東浜25番地） （東浜107番地） （東浜77番地） 

期待するサー

ビス・機能 

・近隣にあるスポーツ施設

への合宿や自主トレ等と

の連携 

・アスリートのトレーニン

グ・ケアの対応（スポー

ツ施設も含む） 

・地域住民の心身の健康の

維持促進 

・スポーツ合宿、一般宿泊の

受入れ 

・ビジネス対応機能（リモー

トワーク、ワーケーション

への対応） 

・飲食店の機能 

・賑わい創出の促進 

・公園利用者の利便性促進 

施設イメージ 

・トレーニング・ケア機能、

各種スポーツが実施可能

な機能、新たな価値を創

造する機能等を持ち合わ

せた複合施設 

 

・宿泊施設 ・カフェ・飲食店(及びラン

ニングステーション※1等

の付帯施設)  

整合を図るべ

き取組 

・脱炭素に関する取組 

・減災に関する取組 

事業期間 20年以上 20年以上 20年 

事業手法 事業用定期借地 事業用定期借地or売却 Park-PFI 

求められる 

用途地域 
第一種住居地域以上 

準住居地域 

（現行用途） 

第二種中高層住居専用地域 

（現行用途） 

（※1）ランニングステーション：更衣室やロッカー、シャワーなどの設備がありランニングの拠点にできる施設 

出典：前頁参照
出典：前頁参照 出典：前頁参照
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（４）公有地活用に関する想定 

公有地の基本方針に定めた内容の想定される活用イメージについて以下の通り取りまとめた。 

 

①国内外利用者の活用イメージ ～スポーツツーリズム＆ビジネスツーリズム～ 

図：マリンタウン地区内における活用イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：広域における活用イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象 

スポーツツーリズム 
・マリンスポーツ、ビーチスポー

ツや屋内競技の合宿を目的と

したスポーツ選手 

ビジネスツーリズム 
・MICE を目的とした国内外か

らのビジネス客 
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与那原マリーナや西原きらきらビーチでは、セーリングやビーチサッカー、ビーチバレー

といったマリンスポーツやビーチスポーツでの合宿利用が見込まれる。観光交流施設では空

調設備が完備されており、屋内競技の合宿や、プロスポーツの練習拠点としての利用が考え

られる。こうした目的で訪れるアスリートに対して、スポーツ・ウェルネス拠点でのトレー

ニング・ケア機能のほか、ホテルでの快適な滞在空間を提供する。 

広域で見ると中部地域・南部地域のキャンプ合宿及びスポーツイベント（大会）の実績が

数多くあり、さらに東海岸にはプロからアマまでが使用できる多くのスポーツ施設がある。 

これらの周辺市町村のスポーツ施設において、合宿等を目的に訪れたアスリートに対して

マリンタウン東浜地区のスポーツ・ウェルネス拠点でのトレーニング・ケア、宿泊・滞在拠

点での快適な滞在、芝生の交流拠点での憩いの場を提供する。 

大型MICE施設では国際的なスポーツコンベンション、環境・健康・食にまつわるシンポジ

ウムの開催やインセンティブツアー※の開催が考えられる。こうした目的で訪れるビジネス客

に対して、芝生の交流拠点での飲食やビジネス客同士の交流を促進する空間の提供、ホテル

での宿泊・滞在を満喫できる空間の形成を目指す。 

※インセンティブツアー：成績優秀な社員や販売店などを対象に行われる報酬旅行 

 

②沖縄県内利用者の活用イメージ ～日帰り観光＆ワーケーション～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与那原マリーナや西原きらきらビーチは、マリンスポーツやビーチスポーツを軸として沖

縄県内から観光客を集めることが期待される。そのため、ベイサイドビスタに観光客の利便

性を高める商業施設等を併設することで観光地としての魅力向上を図る。また観光交流施設

では、スポーツ競技大会が開催されていることから、こうした目的で訪れる来訪者に対し、

身体のケアやコンディション調整のできるスポーツ・ウェルネス拠点のほか、ホテルでの快

適な滞在空間を提供する。 

新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、リモートワーク、ワーケーション等の職場以

外でも仕事ができる働き方が注目されるようになった。マリンタウン東浜地区でしか経験で

きない滞在空間を提供する。  

対象 

日帰り観光 
・マリンスポーツやショッピング

目的の観光客 

・スポーツ大会への参加者 

・健康志向の観光客 

ワーケーション 
・自然資源に囲まれた非日常的

な空間での仕事を望む人 
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③地域住民利用者の活用イメージ ～地域の健康・交流拠点～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東浜25番地はスポーツ選手だけでなく、地域住民も日常的に活用できるスポーツ・ウェル

ネス拠点とすることで、地域住民の心身の健康の維持促進をサポートする役割が期待される。

スポーツ・ウェルネス拠点に留まらず、芝生の交流拠点や観光交流施設でスポーツ教室の実

施と連携して、地区全体で日常的に健康になれるまちを目指す。 

スポーツを通して、健康・環境・交流の面で充実したライフスタイルを提供し、エリア価

値の向上を図る。 

 

 

 

 

  

対象 

地域の健康・交流拠点 
・日常的に心身の健康の維持促

進に取組みたい人 

・子供から大人まで地域交流を

望む人 
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5.2 経済波及効果の算定 

公有地土地利用を行った場合の効果を定量的に把握するため、経済波及効果及び税収効果の確

認を行う。 

 

（１）経済波及効果とは 

経済波及効果とは、新たな需要が生じたときに行われる生産は、需要が生じた産業だけでな

く、取引を通じて関連する他の産業にも波及し、次々に生産を誘発することを言う。 

今回の経済波及効果の算定では、平成27年沖縄県産業連関表を用い、建設工事に伴う経済波

及効果及び、消費活動に伴う経済波及効果を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：経済波及効果算定の考え方 

  

うち中間投入 
（原材料等） 

 

公有地土地利用 

立地する施設の整備費 
または 

立地する施設の売上 
うち粗付加価値 

うち 
雇用者所得 

第 1 次生産誘発額 

うち粗付加価値 

うち 
雇用者所得 

家計支出増加額 

第 2 次生産誘発額 

うち粗付加価値 

うち 
雇用者所得 

直接効果（本地区に投入される需要） 
・サウンディングを踏まえ、想定され

る施設の事例を基に機能・規模・建

設費・想定売り上げを設定 

第 1 次波及効果（原材料等への誘発） 

・平成 27 年沖縄県産業連関表、平成 27

年建設部門分析用産業連関表を用い

県内各産業への波及効果を算定 

第 2 次波及効果（民間支出への誘発） 

・平成 27 年沖縄県産業連関表、沖縄県

主要家計指標（令和 4 年 11 月）を用

い雇用者所得増加に伴う県内各産業

への波及効果を算定 
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（２）建設工事に伴う経済波及効果 

①建設費の想定 

公有地土地利用の基本方針を基に、建設費を以下のように想定する。 

 

項目 想定値 

街区 期待する機能・用途 

①対象

面積

（㎡） 

②工事費

単価(千

円/㎡） 

①×②工事費

（千円） 
工事費の考え方 

25

番地 

トレーニング・ケア 

機能 
2,170 323 701,000 

サウンディングを踏まえて

想定される施設の事例を基

に設定※１ 

各種スポーツが 

実施可能な機能（屋外） 
10,000 33 330,000 

新たな価値を創造する

機能 
1,220 177 216,000 

利便機能 300 323 97,000 

駐車場機能（屋外） 6,000 81 486,000 

それ以外の付帯設備 1,718 323 555,000 

小計 21,408 ― 2,385,000 ― 

107

番地 

宿泊・滞在機能 3,400 491 1,669,000 サウンディングを踏まえて

想定される施設の事例を基

に設定※２ 利便機能 200 491 98,000 

駐車場機能（屋外） 3,000 81 243,000 25 番地駐車場と同様 

それ以外の付帯設備 1,340 491 658,000 
サウンディングを踏まえて

想定される施設の事例を基

に設定※２ 

小計 7,940 ― 2,668,000 ― 

77

番地 

飲食機能 600 297 178,000 サウンディングを踏まえて

想定される施設の事例を基

に設定※３ 
付帯施設（ランニング

ステーション等） 
40 297 12,000 

小計 640 ― 190,000 ― 

計 29,988 ― 5,243,000※４ ― 

※1：フィットネス施設の事業化計画＆再生・バリューアップ戦略資料、R4 自然公園等工事予算単価、アーバンス

ポーツ施設の事業化計画資料集を参考 

※2：JBCI ホテル事例単価を参考 

※3：JBCI 店舗事例単価を参考 

※4：5,243,000 円のうち建物整備費は 3,981,000 千円、什器備品 203,000 千円、屋外施設 1,059,000 千円と想定 

  

※四捨五入のため合計と内訳は必ずしも一致しません。 
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②建設に係る経済波及効果の算定 

対象地区において約5,243百万円の建設工事が発生する（直接効果がある）とした場合、こ

れに伴う部品・原材料等への誘発（第1次波及効果）が1,889百万円、更に、第1次波及効果に

伴う民間支出の誘発（第2次波及効果）が936百万円で、生産誘発額は合計8,069百万円と推計

される。これは、直接効果の5,243百万円に対し、約1.54倍（波及倍率）に相当する。 

沖縄県産業連関表雇用表を基に、生産誘発額を就業者1人あたり生産額で除して就業者誘発

数を推計すると、最終的な就業者誘発数は760人となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：建設工事に伴う生産誘発額 

  

合計（総合効果） 

生産誘発額 

8,069 百万円 

就業者誘発数 

760 人 

第 2 次波及効果 

生産誘発額 

936 百万円 

就業者誘発数 

92 人 

第 1 次波及効果 

生産誘発額 

1,889 百万円 

就業者誘発数 

186 人 

直接効果 

生産誘発額 

5,243 百万円 

就業者誘発数 

481 人 

波及倍率 

1.54 倍 

※四捨五入のため合計と内訳は必ずしも一致しません。 
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（３）消費活動に伴う経済波及効果 

①売上高の想定 

公有地土地利用の基本方針を基に、各施設の売上高を以下のように設定する。 

 

項目 設定値 

街区 期待する機能・用途 年間売上（千円） 年間売上の根拠 

25

番地 

トレーニング・ケア 

機能 
416,000 

サウンディングを踏まえて想定されるフィッ

トネス施設の事例を参考に積算※１ 

各種スポーツが 

実施可能な機能 

サウンディングを踏まえて想定されるスポー

ツ施設の事例を参考に積算※１ 

新たな価値を創造する

機能 
199,000 

サウンディングを踏まえて想定されるアーバ

ンスポーツ施設 3 施設の事例を参考に積算※２ 

107

番地 
宿泊施設 526,000 

サウンディングを踏まえて想定される宿泊施

設の事例を参考に積算※３ 

77

番地 
飲食施設 354,000 

サウンディングを踏まえて想定される店舗の

事例を参考に積算※４ 

計 1,495,000 ― 

※1：フィットネス施設の事業化計画＆再生・バリューアップ戦略資料を参考 

※2：アーバンスポーツ施設の事業化計画資料集を参考 

※3：沖縄県内主要ホテル稼働状況（沖縄振興開発金融公庫）の稼働率を参考 

※4：小企業の経営指標調査（日本政策金融公庫）による食堂・レストランの実績値を参考 
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②消費活動に係る経済波及効果の算定 

対象地区において約1,495百万円/年の消費が誘導されるとした場合、これに伴う部品・原

材料等への誘発（第1次波及効果）が981百万円/年、更に、第1次波及効果に伴う民間支出の

誘発（第2次波及効果）が480百万円/年で、生産誘発額は合計2,956百万円/年と推計される。

これは、直接効果の1,495百万円/年に対し、約1.98倍（波及倍率）に相当する。 

また、沖縄県産業連関表雇用表を基に、生産誘発額を就業者1人あたり生産額で除して就業

者誘発数を推計すると、最終的な就業者誘発数は県内全体で401人/年となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：消費活動に伴う生産誘発額 

 

  

合計（総合効果） 

生産誘発額 

2,956 百万円/年 

就業者誘発数 

401 人/年 

第 2 次波及効果 

生産誘発額 

480 百万円/年 

就業者誘発数 

52 人/年 

第 1 次波及効果 

生産誘発額 

981 百万円/年 

就業者誘発数 

119 人/年 

直接効果 

生産誘発額 

1,495 百万円/年 

就業者誘発数 

230 人/年 

波及倍率 

1.98 倍 

※四捨五入のため合計と内訳は必ずしも一致しません。 
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（４）税収効果 

以下の算定式により、建物に係る固定資産税の税収効果は39百万円/年と推計される。なお、

税率は固定資産税率1.4％と設定した。また、土地に係る税収は、事業用定期借地となる可能性

もあるため算定していない。 

 

 

 

 

 
  

建物価格 

3,981 百万円 

評価額割合 

70％ 

税率 

1.4％ 

税収効果 

39 百万円/年 
× × ＝ 
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5.3 想定される今後の取組とスケジュール 

今後は基本計画の基本方針に基づき企業誘致を行い、新たなまちづくりに取り組むこととして

いる。企業誘致には、土地利用計画の見直しや、地域住民との合意形成を図る必要があり、また、

新たなまちづくりを実現するためには、官民が連携してスポーツツーリズムの醸成に向けた各種

取組を進めていく必要がある。 

今後想定される取組とスケジュールを以下の通り整理した。 

 

（１）想定される今後の取組 

①住民との合意形成 

土地利用に向けては周辺住民や既存施設の利用者との合意形成を図りながら、進めていく

ものとする。 

 

②土地利用計画の見直し等 

基本計画をもとに用途地域の見直し等の土地利用計画の見直しを行うものとする。 

 

③企業誘致に向けた資料の作成 

基本計画によるまちづくりを達成するために有益な企業誘致を図るため、企業との対話を

行いながら、実効性のある資料等の作成を行う。 

 

④全庁体制での受入態勢の構築など土地活用の実現 

基本計画が目指すまちづくりを実現するため、スポーツツーリズムの推進にむけた受け入

れ態勢の構築など、各課横断的に連携協力しながら全庁体制で進めていくものとする。 

また、実現に向けては脱炭素の取組や、周辺開発を注視し、様々な機関と連携しながら取

り組みを進めていくものとする。 

 

（２）今後のスケジュール 

対象地ごとの今後のスケジュールの想定は以下の通りである。ただし、現時点での想定であ

り、変更となる場合がある。 

 

 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

東浜 25 番地       

東浜 107 番地       

東浜 77 番地       

 
 

基本計画 

策定 

公募 

事業者 

決定 

工事施工 
基本設計 

実施設計 

供用 

開始 


